
全
-
け
久
局
、
。
ル

第
四
十
六
巻

第
二
関

昭
和
六
十
二
年
九
月
護
行

戟
園
・
秦
代
の
軍
事
編
成

藤

田

勝

久

は

じ

め

に

一
戦
園
秦
の
兵
制

二
秦
始
皇
陵
兵
馬
備
の
軍
隊
編
成

三
秦
始
皇
陵
兵
馬
備
の
構
成

回
戦
園
・
秦
代
の
軍
事
編
成

お

わ

り

に

- 1ー

tま

じ

め

中
園
古
代
統
一
園
家
の
形
成
過
程
に
お
い
て
郡
鯨
制
が
ど
の
よ
う
に
し
て
施
行
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
が
新
し
い
地
方
統
治
機
構
と
し
て
ど
の
よ

う
な
特
色
を
も
つ
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
中
園
古
代
社
舎
の
理
解
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
私
は
先
に
開
中
開
設
の
水
利
機
構
を
手
が

か
り
と
し
て
戟
園
秦
の
郡
勝
制
形
成
過
程
を
考
察
し
、
内
史
|
豚
制
と
い
う
行
政
機
構
が
整
備
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
を
推
定
し
た
が
、
郡
鯨
制
下

(

1

)

 

の
統
治
機
構
に
つ
い
て
は
な
お
多
く
の
課
題
が
蔑
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
農
民
男
子
の
軍
事
編
成
を
達
成
し

231 



232 

た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
郡
勝
統
治
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
戦
園
・
秦
代
の
軍
事
編
成
を
論
じ
て
み
た

い
と
お
も
う
。

(

2

)

 

こ
れ
ま
で
秦
漢
時
代
の
兵
制
は
難
問
の
一
つ
と
さ
れ
、
戦
園
時
代
の
兵
制
も
文
献
で
は
あ
ま
り
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
と
こ

ろ
が
一
九
七
五
J
六
年
に
睡
虎
地
奏
墓
竹
簡
が
出
土
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
秦
漢
時
代
の
軍
事
制
度
の
再
検
討
が
お
こ
な
わ
れ
、
戦
園
・
秦
代

(

3

)

 

の
兵
制
は
し
だ
い
に
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
睡
虎
地
秦
簡
の
記
述
は
断
片
的
で
あ
り
、
兵
制
に
闘
し
て
な
お
解
明
さ
れ
て

い
な
い
黙
も
多
い
。
こ
の
よ
う
な
史
料
不
足
を
補
う
も
の
と
し
て
、
さ
ら
に
一
九
七
四
J
七
七
年
に
か
け
て
快
西
省
臨
撞
鯨
で
秦
始
皇
陵
兵
馬

備
坑
が
護
掘
さ
れ
、
奏
代
の
軍
陵
編
成
を
具
睦
的
に
考
察
す
る
有
力
な
手
が
か
り
が
提
供
さ
れ
た
。
こ
の
秦
兵
馬
備
の
軍
陵
編
成
は
、
す
で
に

〈

4
)

意
仲
一
氏
と
曾
布
川
寛
氏
と
に
よ
る
考
察
が
あ
る
が
、
南
氏
の
見
解
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
研
究
朕
況
か
ら
、
ま
ず
戦
園
秦
の
兵
制
を
整
理
し
て
問
題
貼
を
確
認
し
、

位
置
づ
け
を
再
検
討
し
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
文
献
史
料
と
か
か
わ
る
の
か
を
考
察
し
て
み
た
い
。

つ
ぎ
に
秦
兵
馬
備
の
軍
隊
編
成
の

そ
し
て
こ
れ
ら
を
前
提
と
し
て
、
臨
執

- 2 ー

園
・
秦
代
の
郡
廊
制
下
に
お
け
る
軍
事
編
成
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

戦
園
秦
の
兵
制

中
園
古
代
で
は
春
秋
末
か
ら
戦
園
時
代
に
か
け
て
軍
制
上
の
饗
化
が
あ
り
、
従
来
ま
で
貴
族
が
軍
事
に
参
加
し
て
い
た
の
に
劉
し
、
戦
闘
の

(

5

)

 

横
大
に
よ
っ
て
庶
民
に
ま
で
軍
役
負
携
が
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
戦
園
秦
に
お
い
て
も
、

『
史
記
』
巻
六
秦
始
皇
本
紀
末
尾

の
献
公
十
年
(
前
三
七
五
)
僚
に
「
戸
籍
を
漏
り
相
伍
す
ー
」
と
あ
り
、
ま
た
孝
公
時
に
商
鞍
饗
法
で
農
民
男
子
の
編
成
強
化
を
は
か
っ
た
こ
と

が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
近
年
の
兵
制
研
究
の
成
果
を
ふ
ま
え
て
、
ま
ず
戟
園
秦
の
兵
籍
、
従
軍
、
軍
功
爵
の
問
題
を
検
討
し
て
お
こ

う

〈

6
〉

第
一
に
、
戦
園
秦
の
兵
籍
を
示
す
史
料
と
し
て
、
睡
虎
地
秦
簡
〈
編
年
記
〉
が
あ
る
。



(
秦
昭
王
)
州
五
年
・
:
十
二
月
甲
午
の
鶏
鳴
の
時
、
喜
産
ま
れ
る

0

・
:
:
今
(
王
〉
元
年
、
喜
停
す
。
二
年
。
三
年
、
巻
軍
。
八
月
、
喜
、

撒
史
。
〔
四
年
〕
口
軍
。
十
一
月
、
喜
口
安
陸
口
史
。
:
:
:
十
六
年
。
・
:
自
ら
年
を
占
す
。

十

〈
編
年
記
〉
は
、
秦
の
大
事
記
と
墓
主
喜
の
経
歴

・
家
族
の
記
述
と
み
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
喜
は
昭
王
四
十
五
年
(
前
二
六

一
一
〉
に
生
ま
れ
、
秦
王
政
元
年
(
前
二
四
六
〉
に
「
停
」
と
あ
る
よ
う
に
、
数
え
年
十
七
歳
で
兵
籍
に
附
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
秦
の
徴
兵
年

(

7

)

 

齢
は
十
七
歳
と
す
る
読
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
十
六
年
(
前
二
三
一
〉
九
月
僚
に
「
-
初
め
て
男

こ
れ
に
は
異
論
が
あ
る
。

子
を
し
て
年
を
書
か
し
む
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
〈
編
年
記
〉
の
記
事
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
年
齢
申
告
に
よ
る
徴
兵
は
こ
の
年
以
降
に
始
ま

(

8

)

 

っ
た
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
。
し
た
が
っ
て
す
で
に
渡
遁
信
一
郎
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
秦
王
政
十
六
年
以
前
の
徴
兵
は
身
長
制
に

よ
っ
て
行
な
わ
れ
、
喜
が
十
七
歳
で
兵
籍
に
附
け
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
年
に

一
定
の
身
長
基
準
を
越
え
た
た
め
と
考
え
る
ほ
う
が
安
嘗
と
お
も

(

9

)

 

わ
れ
る
。

第
二
に
、
兵
籍
に
附
け
ら
れ
た
男
子
は
徴
兵
さ
れ
従
軍
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

- 3一

〈
編
年
記
〉
に
よ
る
と
、
喜
は
兵
籍
に
附
さ
れ
た
二
年
後
に

巻
の
軍
に
従
軍
し
て
い
る
。
こ
れ
は
兵
籍
後
す
ぐ
に
徴
兵
す
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
か
、
あ
る
い
は
こ
の
年
の
戦
争
に
よ
る
従
軍
か
不
明
で

(

叩

)

あ
る
が
、
徴
兵
の
貫
肢
が
う
か
が
え
よ
う
。
そ
こ
で
徴
兵
さ
れ
た
男
子
は
、
ど
こ
に
編
成
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
が
つ
ぎ
に
問
題
と
な
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
重
近
啓
樹
氏
は
、
護
兵
の
際
に
必
要
な
秦
の
銅
虎
符
が
、

(

日

〉

ず
豚
に
お
け
る
地
方
軍
の
編
成
を
想
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
戟
園
秦
で
は
孝
公
十
二
年
(
前
三
五
O
)
の
商
鞍
第
二
次
第
法
で
、

(ロ〉

鯨
制
を
施
行
し
、
成
人
男
子
の
掌
握
を
は
か
つ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
商
鞍
厭
制
の
施
行
以
後
で
は
、
豚
を
単
位
と
し
て
男
子
の
軍
事
編
成
を

「
新
罫
」
虎
符
、

「
杜
」
虎
符
の
よ
う
に
牒
名
を
記
す
こ
と
か
ら
、
ま

開
中
地
匡
に

行
な
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

第
三
に
、
こ
の
よ
う
に
し
て
徴
兵
さ
れ
た
成
人
男
子
に
は
、
軍
功
爵
の
規
定
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
も
っ
と
も
早
い
例
は
、
孝
公
三
年

(
前
三
五
九
)
の
商
鞍
第
一
次
襲
法
に
さ
か
の
ぼ
り
、
そ
こ
で
は
農
民
男
子
再
編
に
か
か
わ
る
一
連
の
規
定
の
中
で
箪
功
爵
が
位
置
づ
け
ら
れ

(

日

)

て
い
る
。
こ
の
軍
功
爵
の
機
能
が
軍
事
編
成
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
商
一
鞍
饗
法
以
後
に
も
貫
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
『
一
商
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(

M

)

 

君
室
田
』
境
内
篇
や
裸
民
篇
な
ど
の
惇
え
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
さ
ら
に
睡
虎
地
秦
簡
の
出
土
に
よ
っ
て
、
昭
王
以
後
か
ら
秦

(

日

)

王
政
の
時
期
ま
で
、
軍
功
霞
が
巌
格
に
寅
施
さ
れ
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
確
認
さ
れ
た
。
そ
れ
は
ま
ず
〈
秦
律
十
八
種
〉
に
軍
昏

(

日

)

律
が
二
係
あ
り
、
一
僚
は
、
従
軍
に
よ
っ
て
霞
位
と
賞
賜
を
受
け
る
こ
と
を
述
べ
、
も
う
一
僚
は
、
獲
得
し
た
軍
震
を
も
っ
て
父
母
や
妻
の
奴

(

げ

)

隷
身
分
を
庶
民
に
購
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た

〈
秦
律
十
八
種
〉
俸
食
律
に
は
、
有
爵
の
官
士
大
夫
以
上
、
不
更
と
(
答
表
に
あ
た
る
)
謀

人
、
上
造
以
下
の
官
佐
・
吏
、
無
霞
の
者
は
、
等
級
に
よ
っ
て
食
物
支
給
の
基
準
が
異
な
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
〈
封
診
式
〉
に

(1) 

は
奪
首
の
項
目
が
あ
り
、
軍
功
に
お
い
て
首
級
が
重
ん
じ
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
戟
園
秦
で
は
、
一
商
鞍
爵
制
い
ら
い
、
軍

功
震
が
軍
事
編
成
の
重
要
な
制
度
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
戦
園
秦
の
兵
籍
、
従
軍
、
軍
功
昏
に
つ
い
て
新
し
い
知
見
が
得
ら
れ
、
兵
制
の
概
略
が
う
か
が
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

れ
は
要
約
す
る
と
、
戦
園
秦
は
他
の
戦
圏
諸
園
と
劉
抗
す
る
た
め
に
男
子
の
徴
兵
を
行
な
い
、
そ
の
基
準
は
従
来
の
身
長
制
に
か
え
て
、
秦
王

政
十
六
年
に
年
齢
制
と
す
る
方
策
を
と
っ
た
。
ま
た
徴
兵
し
た
男
子
を
集
結
す
る
車
位
は
、
一
商
鞍
鯨
制
の
施
行
い
ら
い
鯨
が
そ
の
役
割
を
措
つ

- 4ー

た
と
お
も
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
と
き
従
軍
し
た
男
子
に
は
軍
功
爵
の
規
定
が
あ
り
、
そ
の
制
度
は
秦
王
政
の
時
代
ま
で
か
な
り
巌
格
に
機
能

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
戦
園
秦
の
兵
制
に
は
、
な
お
つ
ぎ
の
よ
う
な
重
要
な
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
一
一
は
、
照
に
集
結
さ
れ
た
常
備
軍
の
軍
隊
編
成
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
と
く
に
そ
の
兵
種
は
ど
の
よ
う
に
区
分
さ
れ
て
い
る
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
漢
代
の
兵
制
で
は
前
漢
末
の
『
漢
官
儀
』
(
『
漢
奮
儀
』
も
ほ
ぼ
同
文
)
の
記
載
に
よ
っ
て
、

(

四

)

衛
土
、
材
官
、
騎
士
、
軽
車
等
が
軍
吏
身
分
の
専
門
兵
士
か
、
そ
れ
と
も
一
般
徴
兵
の
兵
卒
か
と
い
う
こ
と
が
論
争
貼
と
な
っ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
そ
の
淵
源
と
な
る
戦
園
・
秦
代
の
寧
陵
編
成
の
考
察
に
お
い
て
は
、
そ
の
兵
種
の
匿
分
が
問
題
と
な
り
、
漢
代
の
兵
制
と
ど
の
よ
う
に

関
連
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
二
は
、
軍
事
編
成
に
お
け
る
軍
功
曾
の
一
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
戟
園
秦
が
他
の
戦
圏
諸
園
に
比
べ
て
優
勢
と

(

却

)

『
韓
非
子
』
和
氏
篇
に
い
う
よ
う
な
「
耕
鞍
の
士
」
と
い
う
濁
自
の
軍
事
編
成
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

な
っ
た
背
景
に
は
、



軍
事
力
の
基
盤
を
説
明
す
る
た
め
に
、
た
と
え
ば
守
屋
美
都
雄
氏
は

「
秦
漢
の
震
は
本
来
園
家
が
民
を
耕
戦
に
は
げ
ま
せ
る
た
め
に
設
け
た

(

幻

)

褒
賞
で
あ
り
、
中
央
集
権
園
家
形
成
の
た
め
の
道
具
で
あ
っ
た
」
と
し
て
、
軍
功
唇
の
機
能
を
重
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
に

劃
し
て
西
嶋
定
生
氏
は
、
震
制
に
軍
功
の
機
能
が
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
の
本
質
を
新
鯨
徒
民
に
と
も
な
う
民
曾
賜
興
に
求
め
ら
れ
、

(

幻

)

従
来
と
は
異
な
る
覗
貼
を
提
示
さ
れ
た
。
そ
し
て
新
鯨
の
皇
制
を
爵
制
的
秩
序
で
包
揖
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
皇
帝
支
配
が
貫
現
す
る
と
説
明

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
西
嶋
氏
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
軍
功
倭
の
機
能
が
戦
園
末
ま
で
確
認
さ
れ
る
こ

(

お

)

と
か
ら
再
検
討
の
絵
地
が
あ
り
、
ま
た
今
日
で
は
そ
の
醤
制
的
秩
序
形
成
過
程
の
根
擦
に
お
い
て
も
い
く
つ
か
の
問
題
黙
が
生
じ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
つ
ぎ
に
問
題
と
な
る
の
は
、

「耕
戟
の
土
」
を
特
徴
と
す
る
戦
園
秦
の
軍
事
編
成
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
と
き
軍
功
爵

は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

本
稿
は
以
上
の
二
黙
を
論
ず
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
が
、
ま
ず
前
者
に
つ
い
て
は
、
秦
始
皇
陵
兵
馬
備
の
軍
隊
編
成
を
補
助
資
料
と
し
て
利

- 5 ー

用
し
た
い
。

秦
丘
ハ
馬
偶
坑
は
始
皇
帝
陵
の
東
側
一

・
五
キ
ロ
に
位
置
し
、
大
牢
が
東
向
き
の
木
製
戦
車
、
陶
備
、
陶
馬
と
賞
用
青
銅
武
器
を
埋
蔵
し
た
大

型
陪
葬
坑
で
あ
る
。
全
瞳
は
一
一
抗
、
二
鋭
、
三
競
備
坑
に
分
か
れ
、
各
備
坑
の
内
容
は
秦
伺
坑
考
古
陵
と
蓑
仲
一
氏
に
よ
っ
て
詳
細
に
報
告
さ

(

M

)

 

れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
護
掘
調
査
に
よ
る
と
、
兵
馬
伺
全
瞳
で
戟
車
一

O
O徐
蓋
、
陶
馬
六

O
O韓
、
各
種
武
士
備
七

O
O
O睦
あ
ま
り
と

推
定
さ
れ
、
そ
の
特
徴
は
き
わ
め
て
精
巧
な
製
陶
技
術
と
寓
貫
性
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
兵
馬
伺
は
等
身
大
で
製
作
さ
れ
、
兵

備
の
冠
、
甲
衣
、
服
飾
、
髪
型
、
ひ
げ
な
ど
に
は
各
々
匡
別
が
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
特
徴
か
ら
、
兵
馬
備
の
軍
陣
は
現
貫
の
軍
隊
編
成
を

模
寓
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
も
し
兵
馬
備
の
軍
陣
が
地
上
の
秦
代
軍
陵
を
反
映
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
兵
馬
備
軍
陣
の
構
成

を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
戦
園
・
秦
代
の
軍
事
編
成
の
特
徴
を
知
る
手
が
か
り
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

235 
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秦
始
皇
陵
兵
馬
備
の
軍
隊
編
成

(

お

)

ま
ず
秦
兵
馬
備
の
概
略
を
確
認
し
て
お
こ
う
(
園
1
参
照
)
。

一
一
抗
偶
坑
は
、
東
西
二
三

0
メ
ー
ト
ル
、
南
北
六
二
メ
ー
ト
ル
で
も
っ
と
も
大
き
く
、
東
西
雨
端
に
五
僚
の
門
道
が
あ
る
。
全
鐙
は
東
側
が

正
面
で
、
門
の
中
に
は
東
西
南
端
に
幅
三
・
五
メ
ー
ト
ル
の
長
廊
と
、
南
北
南
端
に
幅
二
メ
ー
ト
ル
の
側
廊
が
あ
り
、
そ
の
聞
に
幅
三
・
五
メ

ー
ト
ル
の
九
僚
の
地
下
通
路
が
東
西
に
の
び
て
い
る
。
東
西
南
端
の
長
廊
に
は
三
列
の
軽
装
の
歩
兵
備
を
主
と
し
た
軍
が
東
向
き
に
並
ん
で
お

二
列
縦
陵
の
兵
備
で
、
外
側
一
列
が
側
面
を
向
き
軍
陣
の
爾
翼
を

り
、
西
端
の
一
列
だ
け
後
方
を
向
い
て
い
る
。
ま
た
南
北
雨
端
の
側
廊
は
、

構
成
し
て
い
る
。
中
心
部
は
東
側
前
方
に
六
蓋
の
戟
車
と
歩
兵
備
が
あ
り
、
試
掘
に
よ
っ
て
歩
兵
儒
の
編
成
が
規
則
正
し
い
こ
と
か
ら
、
全
鐙

は
戦
車
?
と
歩
兵
か
ら
成
る
約
六

0
0
0畿
の
長
方
形
の
軍
陣
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

二
競
儒
坑
は
、
一
一
抗
備
坑
の
東
端
北
側
二

0
メ
ー
ト
ル
に
位
置
し
、
東
西
南
側
に
は
三
僚
の
門
道
が
あ
り
、
門
道
を
入
れ
て
東
西
一
二
四
メ

ー
ト
ル
、
南
北
九
八
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
全
鐙
は
兵
種
の
ち
が
い
に
よ
っ
て
四
部
分
に
分
か
れ
、
曲
形
軍
陣
を
構
成
し
て
い
る
。
ま
ず
第

I
部

- 6 ー

分
は
東
北
端
で
、

四
面
に
幅
三
・
五
メ

ー
ト
ル
の
環
廊
と
、
内
部
に
東
西
四
僚
の
幅
二
・
三
メ
ー
ト
ル
の
地
下
通
路
が
あ
る
。
長
廊
内
に
は
立

射
式
考
丘
(
備
と
武
士
儒
、
地
下
通
路
に
は
障
脆
式
考
兵
備
が
あ
り
、
全
瞳
で
三
三
四
瞳
の
湾
兵
備
編
成
の
軍
陣
を
構
成
し
て
い
る
。
第

E
部
分

は
南
宇
部
で
、
東
西
爾
側
に
幅
三
・
二
メ
ー
ト
ル
の
長
廊
が
あ
り
、
内
部
は
東
西
八
僚
の
幅
三
・
二
メ
ー
ト
ル
の
地
下
通
路
が
あ
る
。
長
廊
に

は
兵
備
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
地
下
通
路
は
す
べ
て
戦
車
編
成
の
方
障
を
構
成
し
て
お
り
、
右
前
隅
に
翻
車
一
乗
が
あ
る
。
第
E
部
分
は
中
央

部
で
、
西
端
に
幅
三
・
二
メ
ー
ト
ル
の
側
廊
と
、
内
部
に
三
僚
の
地
下
通
路
が
あ
る
。
地
下
遁
路
は
、
戦
車
、
歩
兵
、
騎
兵
混
合
編
成
の
長
方

形
軍
陣
を
構
成
し
て
い
る
。

第
町
山
部
分
は
北
部
で
、

西
側
に
幅
三
・
二
メ
ー
ト
ル
の
側
廊
が
あ
り
、

内
部
に
は
東
西
三
僚
の
地
下
通
路
が
あ

る
。
地
下
通
路
は
騎
兵
編
成
の
長
方
形
軍
陣
を
構
成
し
、
東
側
前
方
に
副
車
二
蓋
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
以
上
、

二
競
儒
坑
の
全
鐙
で
は
戦
車

九
八
乗
、
陶
車
馬
三
六
五
匹
、
陶
鞍
馬
一
一
六
匹
、
武
士
伺
九

O
O除
瞳
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
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2貌備坑事 3税制

門道

側廊

1貌儲坑

園 1 秦兵馬偏坑の概略園

長廊歩兵備主鐙の三列部隊
側廊歩兵備の雨翼部隊

地下通路戦車と歩兵が交互配列の長方形軍陣

第 I部分 弓脅兵備編成の方陣

第E部分戟車編成の方陣

第E部分戟事，歩兵，騎兵混合編成の長方形軍陣
第W部分騎兵編成の長方形軍陣

関車戟車1乗，武士儒4陸

儀伎兵備64鐙

1競偶坑

2競偶坑

3競備坑

こ
の
よ
う
に
大
規
模
な
一
説
、
二
競
儒

坑
に
劃
し
て
、
三
競
伺
坑
は
小
規
模
で
特

殊
な
形
肢
で
あ
る
。
備
坑
は
、

一
一
蹴
備
坑

の
西
端
北
側
二
五
メ
ー
ト
ル
に
位
置
し
、

凹
字
形
の
軍
陣
で
、
東
西
一
七
・
六
メ
l

ト
ル
、
南
北
一
二
・
四
メ
ー
ト
ル
で
あ

る
。
東
側
に
一
僚
の
門
道
が
あ
り
、
正
面

中
央
に
車
馬
房
、
そ
の
左
右
南
側
に
南
北

方
向
の
長
廊
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
長
廊

西
側
に
脇
部
屋
が
連
接
し
て
い
る
。
北
の

- 7ー

脇
部
屋
の
入
口
と
南
の
長
廊
の
北
口
か
ら

門
楯
が
各
一
本
護
見
さ
れ
、
も
と
は
惟
幕

が
か
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
車
馬
房
に

は
影
色
さ
れ
た
駒
車
一
乗
と
大
型
武
士
備

四
睡
が
置
か
れ
、
そ
の
う
ち
一
睡
に
も
彰

色
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
翻
車
左

側
地
面
に
、
車
上
の
華
蓋
に
あ
た
る
と
お

も
わ
れ
る
直
径
四
二
セ
ン
チ
の
木
製
で
諜

漆
の
彩
色
さ
れ
た
園
環
が
あ
り
、
こ
れ
は
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明
車
の
乗
員
の
身
分
が
一
説
、
二
挽
偶
坑
の
戦
車
乗
員
に
比
べ
て
高
い
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
長
廊
と
脇
部
屋
に
は

武
士
伺
六
四
健
が
配
列
さ
れ
、
同
時
に
儀
佼
護
衛
用
の
武
器
で
あ
る
銅
交
が
出
土
し
た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
三
競
伺
坑
の
軍
陣
は
警
備
護
衛

一
晩
、
二
挽
備
坑
を
統
帥
す
る
軍
幕
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
二
競
、
三
競
備
坑
の
開
に
、
未
完
成
の
腹
坑
が
接
見
さ
れ
た
が
、
こ
こ
に
は
陶
備
は
置
か
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
用
途
は
不
明
で
あ

の
衛
兵
で

る。
そ
れ
で
は
以
上
の
よ
う
な
秦
兵
馬
備
の
軍
陣
は
、
ど
の
よ
う
な
軍
隊
編
成
を
示
唆
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
兵
馬
伺
は
始
皇
一
帝
陵
の
一
連

百
官
公
卿
表
上
(
以
下
、
百
官
表
と
略
)
に

の
陪
葬
坑
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
所
在
は
京
師
周
漫
に
位
置
し
て
い
る
。
そ
こ
で
『
漢
書
』
巻
一
九
、

よ
る
と
、
秦
漠
時
代
の
京
師
周
謹
に
は
、
付
郎
中
令
に
所
属
す
る
宮
殿
の
侍
衛
軍
、

M
H
衛
尉
に
所
属
す
る
宮
城
内
と
城
門
の
警
備
軍
(
南
軍
〉
、

(

叩

山

)

同
中
尉
に
所
属
す
る
京
師
の
警
備
軍
(
北
軍
)
の
一
一
一
種
の
軍
隊
が
存
在
し
た
。
し
た
が
っ
て
兵
馬
備
が
賓
際
の
軍
隊
編
成
を
反
映
し
て
い
る
と

す
れ
ば
、
こ
の
三
種
の
い
ず
れ
か
に
一
該
賞
す
る
は
ず
で
あ
る
。

(

幻

)

こ
れ
に
つ
い
て
ま
ず
蓑
仲
一
氏
は
、
始
皇
一
帝
陵
圏
全
盟
の
考
古
遺
物
の
配
置
か
ら
、
兵
馬
備
は
中
尉
に
所
属
す
る
京
師
の
屯
衛
軍
に
あ
た
る

- 8ー

と
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
陵
墓
の
内
部
に
は
地
下
宮
殿
が
あ
り
、
そ
れ
を
内
城
と
外
城
と
が
圏
ん
で
い
る
。
陵
の
北
側
・
西
側
に
は
寝

殿
や
墓
主
の
霊
魂
に
飲
食
を
供
え
る
官
の
住
ま
い
が
あ
り
、
さ
ら
に
域
内
西
側
に
は
銅
車
馬
坑
と
苑
園
の
遺
跡
、
域
外
東
側
に
は
廠
苑
を
示
す

遺
跡
が
存
在
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
陵
園
は
、
始
皇
帝
生
前
の
地
上
王
闘
を
そ
の
ま
ま
地
下
に
も
ち
こ
ん
だ
も
の
で
、
域
外
東
側
に
位
置
す

と
く
に
三
挽
伺
坑
は
指
揮
部
に
あ
た
る
軍
幕
と
す
る
。
た
だ
し
三
挽
偶
坑
の
衛
兵
が
少
人
数

で
あ
る
の
は
、
象
徴
的
な
一
意
味
し
か
も
た
な
い
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
宮
殿
や
宮
門
を
守
衛
す
る
近
衛
兵
の
軍
隊
は
、
始
皇
陵
園
の
調
査

が
終
っ
て
い
な
い
の
で
未
だ
護
見
さ
れ
て
い
な
い
と
す
る
。
蓑
氏
は
京
師
屯
衛
軍
の
構
成
と
し
て
、
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
、
二
世
皇
帝
一
元
年

(

叩

叫

)

僚
に
み
え
る
郡
園
の
材
土
の
徴
兵
を
指
摘
さ
れ
、
兵
馬
備
の
役
割
は
、
京
師
の
護
衛
に
よ
っ
て
皇
一
帝
の
樺
威
を
守
ら
せ
よ
う
と
意
園
し
た
と
読

る
兵
馬
備
は
京
師
を
護
衛
す
る
屯
衛
軍
で
あ
り
、

明
さ
れ
て
い
る
。



こ
れ
に
劃
し
て
曾
布
川
寛
氏
は
、
蓑
氏
の
読
と
異
な
り
、
園
像
皐
的
解
樺
か
ら
兵
馬
備
は
す
べ
て
近
衛
兵
で
編
成
さ
れ
て
い
る
と
比
定
さ
れ

(
勿
〉

た
。
曾
布
川
氏
は
、
ま
ず
身
長
一
・
七
五
J
一
・
九
六
メ
ー
ト
ル
の
武
士
備
の
瞳
格
が
立
涯
に
す
ぎ
、
兵
馬
備
の
装
備
・
服
装
が
整
い
す
ぎ
て

装
飾
過
剰
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
選
抜
さ
れ
た
儀
伎
的
機
能
を
併
せ
も
つ
宮
城
警
備
の
近
衛
兵
と
推
測
さ
れ
、
こ
れ
ら
は
寅
際
の
兵
士
を

モ
デ
ル
に
使
用
し
た
と
主
張
さ
れ
る
。
ま
た
よ
り
有
力
な
根
援
と
し
て
、
付
武
士
備
が
脅
を
着
用
し
て
い
な
い
こ
と
、
∞
武
将
伺
、
軍
吏
備
の

冠
の
形
式
は
近
衛
兵
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
黙
を
提
示
さ
れ
、
全
鐙
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
一
読
備
坑
は
、
歩
兵
主
置

の
大
規
模
な
近
衛
兵
は
衛
士
し
か
考
え
ら
れ
な
い
と
し
て
、
衛
士
の
軍
隊
と
す
る
。
二
挽
伺
坑
は
、
郎
中
令
属
下
の
大
夫
、
郎
、
謁
者
の
う

ち
、
と
く
に
郎
の
一
部
で
あ
る
郎
中
の
軍
と
す
る
。
そ
の
理
由
は
、

現
備
坑
の
三
部
隊
と
一
致
す
る
こ
と
、

ωに
郎
は
寅
質
的
に
郎
中
が
大
半
を
占
め
、

付
に
郎
中
に
は
車
〈
戦
車
〉
、
戸
(
歩
兵
〉
、
騎
(
騎
兵
〉
三
絡
が
お
り
、
二

ほ
ぼ
千
人
の
員
数
は
二
挽
儒
坑
の
数
と
一
致
す
る
こ
と
な

ど
に
よ
る
。
ま
た
三
競
偶
坑
は
、
衛
尉
属
下
の
少
員
数
の
放
責
と
さ
れ
、
未
完
の
慶
坑
を
同
じ
く
街
尉
属
下
の
公
車
司
馬
の
軍
隊
と
す
れ
ば
、

- 9一

秦
の
近
衛
兵
は
全
員
が
等
身
大
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
兵
馬
儒
の
役
割
は
、
軍
陵
編
成
が
東
向
き
で
あ
る
た
め
、
秦

が
滅
ぼ
し
た
六
園
の
人
々
の
霊
魂
の
叛
範
に
劃
す
る
防
衛
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
秦
兵
馬
備
の
位
置
づ
け
は
、
こ
れ
ま
で
京
師
を
防
衛
す
る
中
尉
の
軍
陵
と
す
る
読
と
、
衛
尉
・
郎
中
令
の
近
衛
兵
と
す
る
読
と

に
大
き
く
分
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
秦
兵
馬
備
の
軍
陣
の
再
検
討
を
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
と
き
以
下
の
貼
に
留
意
し
た
い
。
そ
れ
は
武

士
備
の
睡
格
が
立
涯
に
す
ぎ
服
装
の
装
飾
過
剰
と
す
る
基
準
は
、
現
在
ま
で
他
に
比
較
す
べ
き
秦
代
の
軍
隊
が
無
い
た
め
に
、
比
定
の
根
擦
に

(

ω

)

 

は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
秦
代
兵
制
の
身
長
制
の
名
残
り
か
ら
す
れ
ば
、
優
秀
な
軍
陵
は
身
長
の
高
い
者
が
編
成
さ

そ
れ
を
た
だ
ち
に
所
属
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
ま
ず
兵
馬
偏
全
盟
の
兵
種
の
匿

れ
る
と
し
て
も
、

分
と
い
う
黙
か
ら
、
ど
ち
ら
の
読
が
よ
り
安
嘗
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
し
て
み
た
い
。

ま
ず
近
衛
兵
と
す
る
説
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
曾
布
川
氏
は
丘
(馬
備
が
近
衛
兵
で
あ
る
理
由
と
し
て
、
韓
格
・
装
備
・
服
装
の
ほ
か
に
、

ハ円

由
同
を
つ
け
な
い
こ
と
、

∞
武
将
備
の
一
式
冠
は
侍
中
が
用
い
る
鶴
鶏
冠
に
比
定
さ
れ
、
侍
中
は
郎
中
に
加
官
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
、
日
開
軍

239 
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吏
備
な
ど
の
二
式
冠
は
僕
射
・
門
吏
が
用
い
る
却
非
冠
に
比
定
さ
れ
、
僕
射
も
郎
に
加
官
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
、
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
戦
園
秦
に
お
い
て
も
一
般
軍
隊
の
中
に
兜
を
着
用
し
な
い
兵
卒
が
存
在
し
て
お
り
、

カ
ブ
ト
を
着
用
し
な
い
こ
と
で
た
だ
ち
に

近
衛
兵
と
す
る
根
擦
と
は
な
ら
な
い
と
お
も
わ
れ
る
(
後
述
〉
。
ま
た
兵
馬
備
の
よ
う
な
出
土
文
物
の
冠
の
形
式
を
文
献
の
名
稽
に
比
定
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
り
、
偲
に
そ
れ
ら
の
冠
の
形
式
が
鶏
鵠
冠
、
却
非
冠
に
あ
た
る
と
し
て
も
、
そ
の
冠
を
着
用
す
る
兵
備
は
全
鐙
の
一
部
に
す
ぎ

一
一
蹴
偶
坑
で
匪
倒
的
な
員
数
を
占
め
る
の
は
無
冠
で
結
髪
の
歩
兵
備
で
あ
り
、
ま
た
二
競
偶
坑
に
も
無
冠
の
兵
衛
が

存
在
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
無
冠
の
兵
偶
も
ま
た
衛
士
、
郎
中
の
近
衛
兵
と
す
る
に
は
、
な
お
今
後
の
検
討
が
必
要
と
お
も
わ
れ
る
。
し
た
が
っ

て
兵
備
の
形
式
か
ら
み
る
と
、
以
上
の
特
徴
を
も
っ
て
た
だ
ち
に
近
衛
兵
と
判
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。

な
い
。
報
告
に
よ
る
と
、

そ
こ
で
つ
ぎ
に
兵
馬
備
金
鐙
の
配
置
か
ら
、
丘
ハ
種
の
区
分
と
近
衛
兵
と
の
関
係
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
曾
布
川
氏
は
、
歩
兵
主
鐙
の
大
規
模

な
近
衛
兵
は
衛
土
し
か
考
え
ら
れ
な
い
と
し
て

一
一
抗
備
坑
を
衛
尉
属
下
の
衛
土
の
軍
隊
に
比
定
さ
れ
、

- 10ー

ま
た
三
説
儒
坑
を
少
員
数
の
街
尉
腐

下
の
放
貫
と
さ
れ
、

寅
際
の
モ
デ
ル
を
模
寓
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
『
漢
書
』
百
官
表
を
み
る
と
、
衛
尉
の
属
官
に
は
公
車

司
馬
、
衛
士
、
放
賞
三
令
丞
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
衛
土
に
つ
い
て
は
、
前
漢
景
一
帝
末
ま
で
に
二
蔦
人
に
達
し
、
少
な
い
と
き
で
も
一
高
J
一
高

(
況
)

五
千
人
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
員
数
か
ら
類
推
す
れ
ば
、

一
一
抗
儒
坑
の
約
六

O
O
O盟
の
兵
伺
が
街
土
の
全
て
で
あ
る
か
は
、

す
ぐ
に
は
判
断
し
が
た
い
。
ま
た
三
令
丞
の
軍
の
う
ち
、
衛
土
が
六

O
O
O人
に
射
し
て
、
旋
責
が
六
八
人
と
い
う
の
は
、
同
じ
衛
尉
腐
下
の

軍
隊
と
し
て
は
員
数
が
あ
ま
り
に
も
ち
が
い
す
ぎ
、
さ
ら
に
未
完
の
贋
坑
で
衛
尉
の
三
属
官
が
充
足
さ
れ
る
と
い
う
読
明
は
推
測
の
域
を
で
な

い
と
お
も
わ
れ
る
。

ま
た
二
競
坑
を
郎
中
の
軍
隊
と
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は

つ
ぎ
の
よ
う
な
疑
問
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
百
官
表
に
よ
る
と
、
郎
中
令
の
属

官
に
は
大
夫
、
郎
、
謁
者
な
ど
が
あ
り
、
こ
の
う
ち
門
戸
を
守
衛
す
る
郎
に
は
さ
ら
に
議
郎
、
中
郎
、
侍
郎
、
郎
中
が
所
属
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
郎
中
令
属
下
に
多
く
の
属
官
が
あ
り
な
が
ら
、
曾
布
川
氏
が
あ
え
て
郎
中
だ
け
の
軍
隊
と
さ
れ
た
の
は
、
付
郎
は
質
質
的
に
郎
中
。か大

学
を
占
め
、
そ
の
員
数
が
ほ
ぼ
千
人
で
二
抗
偶
坑
の
兵
伺
の
敷
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
こ
と
、
。
郎
中
に
は
車
、
戸
、
騎
三
絡
が
お
り
、
二
親
儒
坑



の
兵
種
と
一
致
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
郎
中
の
軍
が
郎
の
大
牢
を
占
め
る
と
し
て
も
、
郎
中
令
属
下
に
多
く
の
属
官
が
い
た
の
で

あ
り
、
郎
中
の
軍
の
み
を
丘
一
馬
備
と
し
て
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
は
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
三
持
の
兵
種
が
二
競
痛
坑
の
編
成

と
一
致
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
よ
う
に
鞍
園
か
ら
秦
漢
時
代
に
か
け
て
戦
車
、
騎
兵
、
歩
兵
の
構
成
を
も
つ
の
は
、
郎
中
に
限
ら
ず

一
般
軍
隊
に
お
い
て
も
同
様
な
の
で
あ
る
。
以
上
の
黙
か
ら
、
秦
兵
馬
備
の
軍
陣
が
近
衛
兵
す
べ
て
の
模
潟
で
あ
る
と
す
る
曾
布
川
氏
の
設
に

は
疑
問
が
残
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
京
師
を
警
備
す
る
中
尉
の
軍
隊
と
す
る
読
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
意
氏
は
陵
圏
全
睦
の
配
置
か
ら
兵
馬
備
を
位
置
づ
け
ら
れ
た

が
、
そ
の
構
成
に
つ
い
て
郡
園
の
材
士
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
な
お
根
援
が
不
十
分
で
あ
る
。
そ
こ
で
さ
ら
に
中
尉
の
軍
陵
構
成
を
知
る
必
要

が
あ
る
。
ま
ず
『
漢
書
』
百
官
表
を
み
る
と
、

中
尉
。
秦
官
。
京
師
を
徴
循
す
る
を
掌
り
、
雨
丞
、
侯
、
司
馬
、
千
人
有
り
。

と
あ
り
、
雨
丞
以
下
、
侯
、
司
馬
、
千
人
の
属
官
が
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
漬
口
重
園
氏
は
『
漢
奮
儀
』
に
よ
っ
て
、
中
尉
の
軍
陵
は
事

(
m
M
)
 

そ
の
兵
士
は
直
轄
地
で
あ
る
内
史
地
匡
の
番
上
よ
り
成
り
立
っ
て
い
た
と
考
註
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え

-11ー

駕
、
従
騎
、
走
卒
か
ら
な
り
、

て
、
漢
代
中
尉
の
軍
陵
構
成
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
。

ω上
、
乃
ち
上
郡
・
北
地
・
臨
西
の
車
騎
、
巴
萄
の
材
官
及
び
中
尉
の
卒
三
蔦
人
を
設
し
、
皇
太
子
の
衝
と
震
し
、
覇
上
に
軍
す
。
(
『
漢
書
』

巻
一
吉
岡
脅
紀
下
、
十
一
年
秋
七
月
僚
〉

ω中
尉
の
材
官
を
護
し
、
衛
将
軍
に
属
せ
し
め
、
長
安
に
軍
す
e

(

『
史
記
』
巻
一

O
孝
文
本
紀
、
三
年
六
月
繰
)

ω三
輔
の
騎
士
を
裂
し
、
上
林
を
大
捜
す
。
長
安
の
城
門
を
閉
め
、
索
す
。

(
『
漢
書
』
巻
六
武
喬
紀
、
征
和
元
年
僚
)

(

お

)

つ
ま
り
漢
初
の
中
尉
に
は
、
卒
、
材
官
が
所
属
し
て
お
り
、
一
一
一
輔
に
は
騎
士
が
存
在
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
以
上
の
史
料
を
線
合
す
れ
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ば
、
中
尉
の
軍
陵
は
材
官
、
車
駕
、
騎
士
、
卒
な
ど
か
ら
な
る
複
合
的
な
構
成
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
こ
の
よ
う
な
構
成
は
秦
制
を
縫
承
し

(
川
品
〉

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
傍
謹
す
る
も
の
と
し
て
、
中
尉
と
同
じ
役
割
を
も
っ
戦
園
秦
の
一
般
軍
隊
の
構
成
を
み
て
お
き
た
い
。
そ
れ
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(

お

〉

は
つ
ぎ
の
よ
う
に
見
出
せ
る
。

ω車・
・・
騎
・
・
・
百
人
・
・
・
千
人
。

ω舟
骨
か
か
f
F
除
降
、
車
千
乗
、
騎
高
匹
。
:
:
士
卒
:
:
(
『史
記
』
巻
七
O
張
儀
列
停
)

ω稽
甲
百
除
首
問
、
車
千
乗
、
騎
寓
匹
。
虎
賞
の
土
:
:
:
(
同
右
)

川
刊
骨
撃
百
tw、
戦
車
千
乗
。
・
秦
卒
の
勇
、
車
騎
の
衆
:
:
・
(
『
史
記
』
を
七
九
抱
一
雌
列
停
、

こ
の
よ
う
に
戦
園
秦
の
一
般
軍
隊
は
、
す
で
に
戦
車
、
騎
兵
、
歩
兵
を
ふ
く
む
兵
種
を
も
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
戦
園
秦
の
兵
種
は
、
睡
虎
地

(

お

)

(

釘

)

秦
簡

〈
秦
律
雑
抄
〉
に
う
か
が
え
る
。

駕
臨
と
い
う
名
稽
が
あ
り
、
別
僚
に
軽
車
、
超

(『史
記
』
各
六
九
蘇
秦
列
俸
)

『
戟
園
策
』
秦
策
一
一
一
)

張
・
引
強
(
脅
兵
)
、

〈
秦
律
雑
抄
〉
除
吏
律
に
は
、
士
吏
、
震
湾
立
国
夫
、

(

お

〉

(

ぬ

)

中
卒
と
い
う
名
稽
が
み
え
て
い
る
。
重
近
啓
樹
氏
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
兵
士
は
鯨
に
属
す
る
常
備
軍
と
推
定
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
こ
で
は
戦
園
秦
の
一
般
軍
隊
に
設
湾
直
面
夫
や
軽
車
、
中
卒
な
ど
を
ふ
く
む
こ
と
が
わ
か
る
。
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以
上
の
こ
と
か
ら
、
戦
園
秦
の
一
般
軍
隊
は
す
で
に
戦
車
、
騎
兵
、
湾
兵
、
歩
兵
の
構
成
を
も
っ
て
お
り
、

そ
の
よ
う
な
兵
種
を
ふ
く
む
軍

隊
編
成
は
、
京
師
を
警
備
す
る
中
尉
の
軍
隊
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
戦
園
秦
い
ら
い
の
軍
隊
構
成
と
同
様
な

兵
種
を
も
っ
秦
兵
馬
備
の
一
続
、
二
競
偶
坑
の
軍
陣
は
、
近
衛
兵
だ
け
に
限
定
す
る
必
要
は
な
く
、
中
尉
や
鯨
制
下
の
一
般
軍
陵
と
同
じ
性
質

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
も
陵
圏
全
践
の
配
置
か
ら
み
れ
ば
、
陵
墓
の
域
外
に
あ
る
兵
馬
備
は
、
京
師
の
中
尉
の
軍
隊
を
反
映
す
る

と
み
な
す
ほ
う
が
安
嘗
で
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
秦
兵
馬
備
の
軍
陵
編
成
を
検
討
し
て
み
る
と
、
京
師
の
一
般
軍
隊
で
あ
る
中
尉
軍
を
反
映
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
で
は
兵
馬
備
に
は
ま
っ
た
く
近
衛
兵
を
ふ
く
ま
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
ま
た
兵
馬
偏
の
役
割
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う

か
。
つ
づ
い
て
兵
馬
備
の
内
部
構
成
を
さ
ら
に
考
察
し
て
み
よ
う
。



秦
始
皇
陵
兵
馬
備
の
構
成

(

川

制

)

秦
兵
馬
備
の
内
部
構
成
に
つ
い
て
、
意
仲
一
氏
は
兵
種
に
よ
っ
て
一
一
一
種
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
第
一
は
戦
車
乗
員
の
兵
儒
、
第
二
は
騎
兵

備
、
第
三
は
歩
兵
偶
で
あ
り
、
歩
兵
伺
は
さ
ら
に
甲
衣
・
冠
な
ど
の
特
徴
に
よ
っ
て
軍
吏
偶
と
兵
士
備
と
に
匡
分
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
兵

馬
伺
全
置
の
兵
種
の
分
析
に
つ
づ
い
て
、
甲
衣
、
帯
冠
、
無
冠
の
相
違
な
ど
に
注
意
し
な
が
ら
、
ま
ず
一
説
、
二
競
兵
備
の
特
徴
を
考
察
し
て

み
よ
う
。

御
手
は
袖
な
し
の
鎧
と
長
冠
を
か
ぶ

り
、
二
名
の
乗
員
は
甲
衣
と
冠
を
身
に
つ
け
て
い
る
。
こ
れ
に
射
し
て
約
六

O
O
O鐙
と
い
わ
れ
る
歩
兵
備
は
、
帯
冠
か
無
冠
か
で
二
種
に
分

一
一
蹴
儒
坑
は
、
戦
車
と
歩
兵
を
組
み
合
わ
せ
た
長
方
形
軍
陣
で
あ
っ
た
。
戦
車
は
乗
員
が
三
名
で
、

類
で
き
る
。
ま
ず
軍
吏
備
と
さ
れ
て
い
る
帯
冠
の
兵
偶
は
、

ω前
掛
式
の
甲
衣
、
長
冠
を
着
用
す
る
武
官
情
。

ω肩
鎧
を
着
用
し
、
長
冠
を
か
ぶ
る
披
甲
陶
情
。

ω戟
抱
を
着
て
、
長
冠
を
か
ぶ
る
武
官
備
。

な
ど
に
区
分
さ
れ
る
。
一
方
、
無
冠
の
兵
備
は
、

- 13ー

ω卒
ま
げ
で
肩
鎧
を
着
用
し
た
披
甲
陶
備
。

ω頭
の
右
側
に
髪
を
束
ね
て
結
警
と
し
た
兵
備
。

と
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
一
挽
伺
坑
で
匪
倒
的
に
多
い
の
は
棺
警
の
兵
備
で
、
全
瞳
の
約
八

O
%を
占
め
る
と
い
わ
れ
、
さ
ら
に

(

必

)

甲
衣
に
よ
っ
て
等
級
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
一
説
伺
坑
全
瞳
で
は
、
待
冠
の
戦
車
御
手
・
武
官
備
と
、
多
数
を
占
め
る
無
冠
の
兵
備
と
に
大
別

で
き
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
(
園
2
多
照
)
。
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つ
ぎ
に
二
親
備
坑
は
、

四
部
分
に
編
成
さ
れ
て
い
た
。
第

I
部
分
を
み
る
と
、
兵
備
は
四
種
に
分
類
で
き
る
。

一
は
後
方
西
北
隅
に
置
か
れ
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4 3 
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た
二
瞳
の
軍
吏
備
で
、

一
瞳
は
魚
鱗
甲
と
隻
巻

尾
長
冠
を
着
用
し
た
将
軍
備
、
も
う

一
種
は
魚

鱗
甲
と
皐
巻
尾
長
冠
を
着
用
し
た
軍
吏
備
で
あ

り
、
間
者
は
身
分
が
ほ
ぼ
同
じ
く
方
陣
を
統
率

す
る
備
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
二
に
中
心
部
の

1挨儒坑の結髪歩兵備と帯冠儒

碍
脆
式
持
弓
備
は
、
無
冠
で
あ
る
が
、
頭
髪
は

右
側
に
大
き
く
警
を
作
り
、
肩
鎧
を
着
用
し
帯

剣
す
る
こ
と
で

一
般
結
警
の
歩
兵
備
と
は
匡
別

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
帯
創
は

『
史
記
』
巻
五

- 14ー

秦
本
紀
、

簡
公
六
年
(
前
四
O
九
)
僚
に

「
吏

を
し
て
-
初
め
て
帯
剣
せ
し
む
」
と
あ
る
よ
う

に
、
吏
の
身
分
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た

薗 2

が
っ
て
碍
脆
備
も
ま
た

一
般
歩
兵
と
異
な
る
こ

と
が
わ
か
る
。
ま
た
回
廊
の
兵
備
は
、
三
に
鎧

を
着
用
し
長
丘
ハ
を
持
つ
武
土
備
と

四
に
戦
抱

で
結
警
の
立
射
式
兵
備
と
に
分
け
ら
れ
る
。

マコ

ま
り
第

I
部
分
の
構
成
は
、
軍
吏
に
あ
た
る
帯

冠
の
統
率
儒
・
帯
剣
の
碍
脆
伺
と、

無
冠
の

一

般
兵
士
備
と
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で



あ
る
。第

E
部
分
の
戦
車
編
成
で
は
、
各
戦
車
に
御
手
一
人
と
甲
士
二
人
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
御
手
備
は
手
の
甲
ま
で
お
お
う
裾
の
長
い
銅
鎧
を

着
用
し
、
長
冠
を
か
ぶ
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
劃
し
て
左
右
南
側
の
甲
士
備
は
鎧
を
着
用
し
、
頭
髪
を
束
ね
た
結
髪
に
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
お
り
、

御
手
よ
り
低
い
身
分
を
示
す
と
い
う
。
ま
た
車
陣
右
前
隅
に
あ
る
翻
車
一
乗
は
、
車
陣
の
前
腫
車
の
役
割
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
第

E
部
分
の
戦
車
御
手
備
は
、
少
な
く
と
も
帯
冠
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
般
結
警
の
兵
伺
と
は
異
な
る
身
分
を
示

す
と
考
え
ら
れ
る
。

第

E
部
分
は
、
戦
車
、
歩
兵
、
騎
兵
の
混
合
編
成
で
あ
っ
た
。
一
般
戦
車
の
乗
員
は
、
長
冠
を
か
ぶ
る
御
手
備
と
甲
土
二
人
で
あ
る
が
、
御

手
は
第

E
部
分
の
戦
車
御
手
と
は
少
し
異
な
る
袖
な
し
の
軽
装
の
鎧
を
着
用
し
て
い
る
。
騎
兵
備
は
、
騎
射
に
適
し
た
袖
な
し
形
の
短
甲
を
着

用
し
、
頭
に
卒
髭
一
?
を
つ
つ
む
騎
兵
特
有
の
半
球
肢
の
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
い
る
。
こ
の
帽
子
は
賓
載
に
即
し
た
形
献
で
あ
ろ
う
が
、
明
ら
か
に
一

(

必

〉

般
歩
兵
の
結
警
の
髪
型
と
は
匡
別
さ
れ
て
お
り
、
冠
の
役
割
を
も
っ
帽
子
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
第

E
部
分
の
構
成
で

は
、
一
般
歩
兵
備
と
匿
別
さ
れ
る
存
在
と
し
て
、
常
冠
の
戦
車
御
手
と
牟
球
帽
の
騎
兵
備
が
あ
げ
ら
れ
る
。

- 15ー

第
N
部
分
の
騎
兵
備
の
特
徴
は
、
第
皿
部
分
の
騎
兵
備
と
同
様
で
あ
る
。
た
だ
騎
兵
障
の
前
方
に
副
車
二
蓋
が
あ
り
、
こ
の
副
車
は
騎
兵
統

帥
の
左
車
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
副
車
の
乗
員
は
二
名
で
、
御
手
は
袖
な
し
の
長
甲
と
長
冠
を
着
用
し
、
車
右
の
甲
士
備
は
長
冠

を
か
ぶ
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
一
蹴
、
二
競
兵
備
の
構
成
を
み
る
と
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
特
徴
が
見
出
せ
る
。

第
一
の
特
徴
は
、
各
部
分
に
は
統
率
用
の
戦
車
あ
る
い
は
統
率
者
と
お
も
わ
れ
る
武
官
備
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
一

揖
伺
坑
で
は
、
東
側
に
戦
車
が
配
列
さ
れ
、

ま
た
前
掛
式
甲
衣
の
武
官
備
な
ど
が
存
在
し
た
。

二
競
備
坑
で
は
、

第

I
部
分
に
二
韓
の
武
官
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備
、
第

E
部
分
に
関
車
一
乗
、
第

E
部
分
に
戦
車
、
第
N
部
分
に
副
車
二
蓋
が
配
置
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
一
揖
、
二
競
伺
坑
は
、
全
世

と
し
て
曲
形
障
を
構
成
し
て
い
な
が
ら
、
各
部
分
に
は
そ
れ
ぞ
れ
統
率
者
を
ふ
く
む
こ
と
が
わ
か
る
。
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第
二
の
特
徴
は
、
兵
備
の
甲
衣
・
冠
な
ど
に
よ
っ
て
、
待
冠
と
そ
れ
に
準
ず
る
兵
備
と
、
無
冠
で
結
髪
の
一
般
歩
兵
備
と
に
大
別
で
き
る
こ

と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
等
紐
に
区
分
さ
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
軍
吏
備
と
み
な
さ
れ
る
の
は
、
冠
を
着
用

(

必

)

す
る
戦
車
御
手
伺
、
将
軍
備
、
軍
吏
何
で
あ
り
、
こ
れ
に
準
ず
る
身
分
の
備
と
し
て
帯
剣
し
た
時
脆
考
兵
備
、
帽
子
着
用
の
騎
兵
備
が
あ
げ
ら

れ
る
。
こ
れ
に
封
し
て
多
数
を
占
め
る
一
般
歩
兵
備
は
、
無
冠
で
頭
髪
を
右
側
に
束
ね
て
結
髪
と
す
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
得

冠
や
待
剣
、
帽
子
の
備
と
匡
刑
さ
れ
る
歩
兵
備
の
結
髪
は
、
車
な
る
フ
ア

γ

シ
ョ
ン
で
は
な
く
、
軍
隊
編
成
に
お
け
る
何
ら
か
の
身
分
を
示
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
一
般
歩
兵
備
の
結
髪
は
、
ど
の
よ
う
な
身
分
を
示
唆
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
『
史
記
』
巻
七

O
張
儀
列
俸
に
よ
る
と
、
戦
園

秦
の
軍
陵
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

秦
は
掛
川
甲
百
飴
高
、
車
千
乗
、
騎
市
内
匹
な
り
。
虎
貧
の
士
、
時
胸
科
頭
、
貫
聞
奮
戟
の
者
は
、
勝
げ
て
計
う
べ
か
ら
ざ
る
に
至
る
。

- 16ー

こ
こ
で
い
う
「
科
頭
」
と
は
、
表
掴
集
解
に
よ
る
と
「
科
頭
。
謂
不
著
兜
整
入
敵
」
と
あ
り
、
兜
を
つ
け
な
い
こ
と
と
解
し
て
い
る
。
ま
た

『
後
漢
書
』
東
夷
停
第
七
五
の

「
魁
頭
露
紛
」
に
附
さ
れ
た
注
で
は
、

「
魁
頭
。
猶
科
頭
也
。
謂
以
髪
繁
焼
成
科
結
也
」
と
あ
り
、
頭
髪
を
束

ね
て
科
結
と
す
る
こ
と
と
解
剖
押
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
後
世
の
注
に
従
え
ば
、
少
な
く
と
も
兜
を
着
用
し
な
い
か
、
あ
る
い
は
頭
髪
を
束
ね

た
多
数
の
兵
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
漢
代
の
史
料
で
あ
る
が
、
『
漢
書
』
巻
四
三
陸
買
俸
に
「
魁
結
」
と
あ
り
、
後
漢
の
服
度

注
は
「
魁
昔
椎
。
今
兵
士
椎
頭
髪
也
」
と
い
い
、
顔
師
古
注
で
は
「
結
謹
白
髪
。
椎
警
者
一
撮
之
撃
。
其
形
如
椎
」
と
い
う
。
つ
ま
り
椎
警
と

い
う
結
髪
は
、

漢
代
兵
士
の
髪
型
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
戦
園
秦
と
漢
代
の
兵
に
結
髪
の
者
が
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
そ
の
結
髪
の
兵
と
い
う
共
通
貼
か
ら
、
秦
兵
馬
伺
の
一
般

歩
兵
備
の
結
髪
の
一
意
味
は
、
軍
吏
と
は
異
な
る
一
般
丘
一
土
の
髪
型
を
示
唆
す
る
の
で
は
な
い
か
と
想
定
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
結
髪
に
つ
い
て
は
、
兵
士
の
髪
型
の
ほ
か
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
事
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
は
睡
虎
地
秦
簡
〈
封
診
式
〉
賊
死
の
項

(
H
H
)
 

に
、
殺
さ
れ
た
結
髪
の
男
子
の
検
死
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
某
亭
の
求
盗
甲
の
報
告
に
よ
る
と
、
男
子
は
「
結
髪
」
で
、
令
吏
某
の



愛
書
で
は
、

男
子
は
丁
社
、
祈
色
、
長
七
尺
一
寸
、
髪
の
長
さ
二
尺
。

と
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
戦
園
秦
の
某
亭
の
管
轄
範
圏
に
お
い
て
、
二
尺
の
髪
を
編
ん
で
結
髪
と
し
た
丁
祉
の
男
子
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
さ
ら
に
こ
の
結
髪
が
一
般
男
子
に
お
い
て
車
な
る
フ
ァ

ッ
シ

ョ
ン
で
は
な
く
、
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
史
料
が
あ

る
。
す
な
わ
ち
睡
虎
地
秦
簡

〈
法
律
答
問
〉
四
五
四
簡
、
一
八
七
頁
に
、

士
五
甲
、
闘
い
、
却
を
抜
き
て
伐
ち
、
人
の
髪
結
を
斬
る
。
何
に
か
論
ぜ
ん
。
嘗
に
完
し
て
城
互
と
震
す
ベ
し
。

と
あ
り
、
人
の
結
髪
を
切
る
と
罰
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
秦
に
お
け
る
結
髪
は
、
一
般
男
子
の
身
分
を
一
示
す
と
と
も
に
、
単
な
る
フ
ア

(

必

〉

ヅ
シ
ョ
ン
を
こ
え
て
、
男
子
の
身
分
に
閲
す
る
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
秦
兵
馬
伺
に
み
え
る
多
数
の
無
冠
で
結
髪
の
兵
備
の
意
味
を
考
え
て
み
る
と
、

ま
ず
戟
園
秦
か
ら
漢
代
の
一
般
兵
士
の
髪
型
と

- 17ー

共
通
黙
を
も
ち
、

ま
た
結
髪
と
い
う
黙
で
は
秦
の
一
般
男
子
も
同
様
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
南
者
が
た
だ
ち
に
同
様
な
意
味
を
も
つ

か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
秦
兵
馬
備
に
お
い
て
無
冠
の
兵
備
が
軍
吏
備
も
し
く
は
そ
れ
に
準
ず
る
儒
と
明
確
に
匡
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
結
髪
の
兵
伺
は
同
じ
特
徴
を
も
っ
一
般
徴
兵
の
男
子
を
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
も
し
こ
の
保
定
が
正

し
い
と
す
れ
ば
、
秦
兵
馬
伺
の
一
一
抗
、
二
挽
偶
坑
の
軍
陣
は
内
部
構
成
の
特
徴
に
お
い
て
も
、
軍
吏
と
一
般
徴
兵
と
を
ふ
く
む
一
般
軍
隊
を
反

映
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
を
結
論
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
兵
馬
備
の
役
割
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
か
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
残
る
三
競
備
坑
の
構
成
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
翻
車
戦
車
一
乗
、
武
土
偶
六
八
瞳
の
小
規
模
な
軍
陣
で
あ
っ
た
。

鋭
、
二
挽
兵
備
の
指
揮
部
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
一
挽
、
二
親
の
各
部
分
に
は
そ
れ
ぞ
れ
統
率
者
が
配
置
さ
れ
て
お
り
、
こ

れ
に
劃
し
て
三
挽
儒
坑
を
全
鎧
の
指
揮
部
と
す
る
に
は
あ
ま
り
に
も
小
さ
す
ぎ
よ
う
。
そ
こ
で
も
う
一
つ
の
特
徴
に
注
目
す
れ
ば
、
三
挽
儒
坑

現
伺
坑
は
、

そ
の
た
め
哀
仲
一
氏
は
、

247 

の
駆
車
は
一
般
戦
車
よ
り
も
高
い
身
分
を
示
し
、

ま
た
武
士
備
は
儀
伎
護
衛
の
役
割
を
も
っ
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
三
挽
偶
坑
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一
説
、
二
披
備
坑
の
戦
闘
寧
圏
と
は
少
し
性
格
が
異
な
り
、
曾
布
川
氏
の
主
張
さ
れ
る
よ
う
な
護
衛
の
兵
備
と
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ

れ
で
は
三
競
儒
坑
の
少
数
の
兵
備
は
、
こ
の
位
置
に
あ
っ
て
何
を
護
衛
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
う
一
度
、
始
皇
帝
陵
圏
全
鐙

t土の
配
置
を
考
え
て
み
よ
う
。

(
日
明
〉

ま
ず
始
皇
帝
陵
園
の
西
側
に
は
、
二
分
の
一
の
ス
ケ
ー
ル
と
秦
兵
馬
備
に
比
べ
て
小
さ
い
が
、
銅
車
馬
と
御
者
が
配
置
さ
れ
て
い
た
。
そ
の

(

円

引

)

銅
車
馬
坑
の
役
割
は
、
楊
寛
氏
に
よ
る
と
、
皇
帝
の
霊
魂
が
先
君
の
廟
に
巡
行
す
る
た
め
に
用
意
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で

陵
墓
西
側
に
皇
帝
が
巡
行
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
の
が
銅
車
馬
坑
と
い
う
特
徴
に
注
目
す
れ
ば
、
陵
墓
東
側
に
設
け
ら
れ
た
兵
馬
備
は
、
東

方
に
皇
帝
が
巡
行
す
る
た
め
に
用
意
さ
れ
た
と
推
測
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
も
宗
廟
へ
の
巡
行
か
ら
類
推
す
れ
ば
、
そ
の
巡
行
は
あ
る

程
度
怪
常
的
で
、
ま
た
廟
へ
の
巡
行
よ
り
は
る
か
に

E
大
な
巡
行
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
篠
件
を
み
た
す
巡
行
と
し
て
、

私
は
始
皇
帝
の
天
下
巡
遊
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
陪
葬
坑
が
兵
馬
備
で
あ
り
、
三
挽
伺
坑
の
儀
伎
兵
が
待
機
し
て
護
衛
し
よ
う
と
し
て
い
る
封

- 18ー

象
は
、
始
皇
帝
そ
の
人
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

始
皇
帝
の
天
下
巡
避
に
際
し
て
、
ど
の
よ
う
な
行
列
で
行
進
し
た
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
わ
ず
か
に
『
史
記
』
巻
五
五
留
侯
世
家
に
、
皇

(

川

崎

)

一帝一
を
博
浪
沙
で
狙
撃
し
た
と
き
、
誤
っ
て
「
副
車
」
に
嘗
っ
た
と
あ
り
、

丞
相
李
斯
と
中
車
府
令
の
超
高
が
つ
き
従
い
、

『
史
記
』
巻
八
七
李
斯
列
俸
に
、
三
十
七
年
十
月
の
最
後
の
巡
遊
に

(

必

)

死
後
は
「
輯
椋
車
」
に
乗
せ
て
蹄
還
し
た
こ
と
が
み
え
て
い
る
。

こ
の
中
車
府
令
に
つ
い
て

『
漢
書
』
百
官
表
を
み
る
と
、
太
僕
の
属
官
に

「
車
府
令
」
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
太
僕
の
属
官
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
さ
ら
に
陵

園
東
側
の
上
焦
村
一
帯
で
喪
見
さ
れ
た
馬
腹
坑
に
注
目
す
る
と
、
偶
坑
は
兵
馬
伺
坑
と
同
じ
く
東
側
を
向
き
、
こ
こ
か
ら
「
宮
厩
」
「
中
腹
」

(

印

)

コニ
腹
」
な
ど
の
文
字
を
刻
む
陶
器
が
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
は
同
じ
く
百
官
表
に
よ
る
と
、
太
僕
属
下
に

「大
願
令
」

「
左
腹
」

「
大
廠
」

が
あ
り
、
太
僕
に
属
す
る
廠
苑
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
陵
圏
全
盟
の
配
置
か
ら
、
外
城
東
門
の
東
側
に
、
始
皇
帝
の
天

下
巡
遊
に
か
か
わ
る
太
僕
属
下
の
廠
苑
が
あ
り
、
さ
ら
に
廠
苑
の
東
北
部
に
兵
馬
備
の
軍
陣
が
東
向
き
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ

の
よ
う
な
特
徴
を
み
れ
ば
、
兵
馬
伺
の
軍
陣
は
城
門
東
側
の
鹿
苑
と
接
績
し
て
、
後
部
の
三
競
伺
坑
は
と
く
に
儀
伎
護
衛
の
兵
備
が
待
機
し
て



い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
た
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
、
二
世
元
年
(
前
二
O
九
)
僚
に
、

先
一
帝
、
郡
鯨
を
巡
行
し
、
以
て
彊
を
示
し
、
海
内
を
威
服
す
。

と
あ
り
、
皇
帝
一
の
威
勢
を
示
す
た
め
に
寧
陵
が
附
障
し
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
に
秦
兵
馬
備
は
、
始
皇
帝
の
天
下
巡

遊
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
軍
隊
と
考
え
れ
ば
、
一
読
、
二
競
偶
坑
が
帯
冠
と
無
冠
の
兵
備
か
ら
成
る
戦
闘
軍
圏
で
あ
る
こ
と
や
、
三
挽
偶
坑
が

儀
佼
用
の
兵
伺
を
ふ
く
む
特
殊
な
軍
障
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
と
お
も
わ
れ
る
。
そ
の
と
き
全
世
の
兵
士
の
数
量
か
ら
す
れ
ば
、
兵
馬
備

の
約
七

O
O
O睦
は
京
師
の
軍
陵
の
一
部
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
軍
後
の
兵
卒
を
ふ
く
ま
な
い
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

(
日
〉

と
く
に
精
鋭
の
軍
陵
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
想
定
さ
れ
る
。

一
般
軍
隊
の
中
で
も

要
す
る
に
、
秦
兵
馬
備
の
内
部
構
成
と
そ
の
役
割
を
考
察
し
て
み
る
と
、
そ
れ
は
藍
倒
的
多
数
が
職
闘
軍
国
で
あ
る
京
師
の
一
般
軍
陵
、
す

な
わ
ち
中
尉
の
軍
陵
を
反
映
し
て
お
り
、
そ
の
役
割
は
始
皇
一
一帝
の
天
下
巡
遊
に
備
え
る
た
め
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
み
た
。
そ
し
て
そ
の
特

徴
と
し
て
、
帯
冠
の
軍
吏
備
と
そ
れ
に
準
ず
る
兵
備
と
は
、
そ
の
兵
種
か
ら
い
え
ば
湾
兵
偶
、
騎
兵
備
、
戦
車
御
手
伺
に
あ
た
り
、
無
冠
で
結

髪
の
一
般
歩
兵
備
と
匡
別
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
秦
兵
馬
備
の
軍
隊
編
成
が
、
中
尉
に
代
表
さ
れ
る
京
師
の
一
般
軍
隊
を
反
映
し
て
い
る

と
す
れ
ば
、
前
者
の
軍
吏
備
は
文
献
で
い
う
材
官
、
騎
士
、
軽
草
に
針
臆
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
ら
の
兵
備
は
一
般
兵
備
と
異
な
る
身
分
で

(

臼

)

あ
る
こ
と
を
一
ホ
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

- 19ー

四

戦
園
・
秦
代
の
軍
事
編
成

こ
れ
ま
で
戦
園
秦
の
郡
鯨
制
下
に
お
け
る
常
備
軍
の
編
成
を
知
る
た
め
に
、
秦
兵
馬
備
を
手
が
か
り
と
し
て
検
討
し
て
き
た
。
そ
こ
で
は
秦

兵
馬
備
は
京
師
の
一
般
軍
隊
で
あ
る
中
尉
の
寧
陵
を
反
映
し
て
い
る
と
お
も
わ
れ
、
直
接
的
に
郡
鯨
制
下
の
常
備
軍
を
示
す
も
の
で
は
な
い
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が
、
そ
の
内
部
構
成
に
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
戦
闘
秦
の
軍
隊
の
特
徴
は

「
耕
戦
の
士
」
と
い
う
特
殊
な
形
態
に
あ
る
と
い
わ
れ
、
常
備
軍
以
外
の
戦
闘
の
例
が
み
え
て

い
る
。
ま
た
重
近
啓
樹
氏
は
、
戦
園
秦
の
軍
隊
に
常
備
軍
と
臨
時
徴
護
に
よ
る
軍
と
の
形
態
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
匡
別
す
べ
き
こ
と
を
指
摘
さ

(
臼
)

れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
戦
闘

・
秦
代
の
軍
事
編
成
を
全
般
と
し
て
と
ら
え
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
常
備
軍
と
臨
時
徴
設
と
の
関
係
を
明
ら
か

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
つ
づ
い
て
臨
時
徴
瑳
の
形
態
を
考
え
て
み
よ
う
。

『
史
記
』
巻
七
五
白
起
列
停
、
昭
王
四
十
七
年
(
前
二
六
O
)
僚
に
、

ま
ず
代
表
的
な
例
と
し
て
、

秦
玉
、
越
の
食
道
絶
え
る
を
聞
き
、

民
に
寄
各
と
一
級
を
賜
い

悉
く
長
卒
に
詣
ら
し

年
十
五
以
上
を
設
し
、

王
自
ら
河
内
に
之
く
。

め
、
越
の
救
及
び
糧
食
を
遮
紹
せ
し
む
。

と
あ
る
。
こ
の
記
事
は
、
長
卒
の
戦
い
に
際
し
て
越
へ
の
救
援
と
軍
糧
補
給
を
絶
つ
た
め
に
、
昭
王
自
ら
河
内
へ
行
き
、
年
十
五
歳
以
上
の
者

(

臼

)

(

日

)

を
こ
と
ご
と
く
徴
渡
し
て
長
卒
に
向
か
わ
せ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
十
五
歳
を
も
っ
て
秦
の
徴
兵
年
齢
と
み
な
す
設
が
あ
る
が
、

- 20ー

ハ
門
こ
の
年
齢
は
睡
虎
地
秦
簡

〈
編
年
記
〉
に
み
え
る
十
七
歳
よ
り
早
い
こ
と
、
∞
こ
の
時
期
は
ま
だ
身
長
制
に
よ
っ
て
徴
兵
さ
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
兵
籍
以
前
の
男
子
を
徴
設
し
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
ま
た
こ
こ
で
は
「
十
五
歳
以
上
」
の
者
を
こ
と
ご
と
く
徴
設
し

正
規
の
徴
兵
範
囲
を
越
え
て
徴
瑳
し
た
事
例
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
戦
闘
奏
で
は
、
常
備
軍
以
外
の

た
の
で
あ
る
か
ら
、

男
子
の
徴
裂
を
行
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
針
躍
し
て
、
戦
園
秦
で
は
反
射
に
丘
ハ
の
削
減
を
示
唆
す
る
例
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
十
一
年
(
前
二
三
六
)
燦

に
、
将
軍
王
毅
ら
が
諸
軍
を
合
わ
せ
て
一
軍
と
し
た
の
ち
に
、

軍
、
斗
食
よ
り
以
下
を
蹄
し
、
什
に
二
人
を
推
し
て
軍
に
従
わ
し
む
。

と
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
合
流
し
た
軍
陵
の
八
割
の
人
員
を
蹄
し
、
選
揮
し
た
精
兵
を
残
す
こ
と
に
よ
っ
て
兵
の
削
減
を
行
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

」
の
よ
う
に
戦
闘
秦
に
お
い
て
は

臨
時
の
男
子
徴
設
や
軍
陵
の
人
員
削
減
を
行
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
常
備
軍
と
は
異
な
る
軍
事
編
成



に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
正
規
の
徴
兵
と
、
臨
時
の
徴
震
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
両
者
を
ふ
く
む
秦
の
軍
事

編
成
の
特
徴
は
ど
の
よ
う
な
黙
に
見
出
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
そ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
従
軍
に
際
し
て
み
ら
れ
た
賜
霞
に
注
目
し
た
い

と
お
も
う
。

す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
白
起
列
停
の
記
事
で
は
、
臨
時
の
徴
護
に
際
し
て
民
に
各
ミ
霞
一
級
を
賜
う
も
の
で
あ
っ
た
。

の
よ
う
な
賜
唇
で
は
、
従
軍
後
の
農
民
男
子
は
爵
が
て
フ
ン
ク
上
が
っ
て
再
び
軍
功
唇
の
秩
序
に
ふ
く
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
兵
籍
以
前

し
た
が
っ
て
こ

や
兎
老
の
無
俸
の
者
は
、
賜
醤
に
よ
っ
て
軍
功
爵
の
秩
序
に
ふ
く
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
軍
功
爵
は
、

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
と

う
か
。

こ
ろ
で
は
兵
籍
に
附
け
ら
れ
従
軍
す
る
と
軍
功
霞
の
秩
序
に
ふ
く
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
卒
時
に
お
い
て
も
爵
は
保
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ

(

回

〉

す
で
に
西
嶋
定
生
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
卒
時
に
お
け
る
徒
民
授
寄
の
事
例
や
、

」
れ
に
つ
い
て
は
、

納
粟
授
爵
の
事
例
が
あ

る
。
ま
た
牒
内
の
某
里
に
有
爵
者
が
存
在
す
る
例
と
し
て
、
睡
虎
地
秦
簡

〈
封
診
式
〉
に
「
某
里
公
土
」

(

幻

)

て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
戦
園
奏
で
は
卒
時
に
お
い
て
も
農
民
男
子
に
爵
が
保
持
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
再
び
臨
時
の
徴
震
に
よ
っ
て
徴
兵
さ

「
里
人
公
士
」
な
ど
の
名
稽
が
み
え

- 21ー

れ
る
と
き
は
、
あ
ら
た
め
て
軍
功
爵
の
秩
序
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
が
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

」
の
よ
う
に
考
え
れ
ば

『
史
記
』
巻
七
九
奈
津
列
俸
に

夫
れ
商
君
、
孝
公
の
痛
に
権
衡
を
卒
ら
か
に
し
、
度
量
を
正
し
、
軽
重
を
調
え
、
肝
陪
を
決
裂
し
、
民
に
耕
戟
を
敬
う
。
是
を
以
て
兵
動

レ
て
地
贋
く
、
兵
休
ん
で
園
富
む
。
放
に
奏
、
天
下
に
散
な
し
。

と
あ
る
軍
事
瞳
制
の
特
徴
と
合
致
し
、
ま
た

『
漢
書
』
食
貨
志
上
に
い
う
「
耕
栽
の
賞
を
念
に
す
る
」
こ
と
に
つ
な
が
り
、
ま
さ
し
く
『
韓
非

子
』
和
氏
篇
の
「
耕
戦
の
土
」
の
特
徴
を
表
わ
し
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
お
も
わ
れ
る
。
そ
の
と
き
農
民
男
子
が
き
た
る
べ
き
園

民
皆
兵
に
よ
っ
て
軍
事
鐙
制
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
卒
時
の
霞
の
保
持
が
有
数
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
爵
に
と
も
な
う
も
う
一
つ
の

(
回
)

特
徴
で
あ
る
刑
罰
減
克
の
恩
典
は
、
主
君
へ
の
軍
事
的
奉
仕
に
劃
す
る
功
動
と
い
う
俸
統
的
性
格
の
延
長
と
し
て
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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以
上
の
よ
う
に
、
常
備
軍
と
臨
時
徴
震
と
の
関
係
は
、
本
来
兵
役
を
終
え
て
蹄
農
し
た
農
民
を
「
耕
戦
の
土
」
と
し
て
再
び
徴
渡
す
る
鐙
制
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で
あ
り
、
そ
の
雨
者
を
結
ぶ
も
の
が
昏
制
で
は
な
い
か
と
想
定
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
従
来
ま
で
の
兵
制
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
新
し

い
統
治
方
式
で
あ
り
、
こ
れ
が
戦
園
秦
の
郡
豚
制
下
に
お
け
る
農
民
男
子
の
軍
事
編
成
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
郡
豚
制
下
の
軍
事
編
成
を
史
料
的
に
確
認
す
る
こ
と
は
、

ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
秦
末
の
農
民
叛
凱
に
お

い
て
、
そ
の
叛
凱
基
盤
は
本
来
あ
る
べ
き
秦
代
郡
豚
制
下
の
軍
事
編
成
を
示
唆
す
る
と
み
な
せ
ば
、
こ
こ
に
こ
の
軍
事
編
成
を
具
鐙
的
な
事
例

(

印

)

に
お
い
て
検
誼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
陳
勝

・
呉
康
の
叛
凱
経
過
を
み
て
お
こ
う
。

『
史
記
』
巻
四
八
陳
渉
世
家
に
よ
る
と
、
二
世
皇
帝
元
年
七
月
に
里
の
閏
左
の
諦
成
を
漁

陽
に
設
し
、
九
百
人
が
大
津
郷
に
駐
屯
し
た
と
き
、

陳
勝

・
臭
庚
は
と
も
に
屯
長
で
あ
っ
た
。
叛
凱
を
起
こ
す
き
っ
か
け
と
し
て
二
人
は
尉
を

殺
し

陳
勝
は
将
軍
と
な
り
、

呉
康
は
都
尉
と
な
っ
た
。

そ
し
て
大
津
郷
を
牧
め
、

(
漢
代
浦
郡
の
)
新
廓
を
攻
め
る
。

つ
や
つ
い
て
鐙
牒
、
飽

照
、
苦
服
、
柘
師
師
、
議
鯨
を
攻
め
、

(
戦
園
遊
園
の
醤
都
で
あ
る
)
陳
牒
に
至
る
ま
で
に
、
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車
六
七
百
乗
、

騎
千
齢
、
卒
数
寓
人
の
勢
力
に
な
っ

た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
泰
代
郡
鯨
制
下
に
は
、
戦
車
、
騎
兵
、
卒
の
軍
陵
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
陳
勝
ら
は
そ
の
郡
鯨
制
下
の
軍
隊

を
奪
取
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
山
富
初
の
叛
飢
基
盤
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
陳
勝
の
軍
は
、
陳
牒
に
至
っ
て
少
し
そ
の
構
成
を
蟹
え

(
印
)

て
い
る
。
す
な
わ
ち
陳
鯨
で
は
郡
守
と
牒
令
と
が
不
在
で
、
守
丞
が
防
衛
し
て
い
た
と
い
う
。
陳
勝
の
軍
は
こ
れ
を
降
し
て
陳
鯨
に
入
り
、
そ

こ
で
は
じ
め
て
三
老
・
豪
傑
を
召
し
て
計
略
を
謀
り
、
王
位
に
聞
い
て
園
競
を
「
張
楚
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
陳
鯨
に
入
っ
て
郡
鯨
制

下
の
民
政
系
統
の
機
構
と
接
燭
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

要
す
る
に
陳
勝
軍
の
叛
凱
基
盤
を
み
る
と
、
ま
ず
郡
鯨
制
下
の
軍
陵
を
奪
取
す
る
こ
と
か
ら
出
設
し
、
嘗
初
は
箪
後
の
軍
糧
補
給
や
臨
時
徴

設
の
封
象
と
な
る
郷
里
の
農
民
男
子
へ
の
配
慮
が
み
ら
れ
な
い
が
、
陳
鯨
に
至
っ
て
民
政
系
統
の
機
構
を
ふ
く
む
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
い
ま
こ
の
よ
う
な
陳
勝
軍
の
叛
範
基
盤
の
機
構
を
、
そ
の
背
景
と
な
っ
た
場
所
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
示
せ
ば
、

(

郡

)

(

豚

〉

(

郷

)

(

呈

)

将
軍
|
|
都
尉
|
|
尉
|
|
屯
長
』
|
l
成
卒

〔陳
勝
〕
〔
奥
庚
〕
〔
数
人
〕
〔
諦
戊
〕

つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。



こ
れ
に
射
し
て
劉
邦
軍
の
叛
乱
基
盤
は
異
な
っ
て
い
る
。

『
史
記
』
巻
八
高
租
本
紀
、
二
世
元
年
僚
に
よ
る
と
、
叛
乱
の
き
っ
か
け
は
浦
の

父
老
に
申
巾
書
を
射
て
投
降
を
呼
び
か
け
、
浦
の
父
老
・
子
弟
た
ち
が
怖
の
鯨
令
を
殺
し
て
劉
邦
を
迎
え
入
れ
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
。
そ
こ
で
劉

邦
は
推
さ
れ
て
浦
公
と
な
り
、
配
下
の
少
年
・

豪
吏
が
浦
の
子
弟
二
三
千
人
を
率
い
て
、
胡
陵
照
・
方
輿
鯨
を
攻
め
、
さ
ら
に
豊
販
を
守
衛
す

し
た
が
っ
て
劉
邦
軍
は
、
叛
見
蛍
初
か
ら
捕
鯨
の
父
老
・
子
弟
た
ち
を
掌
握
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
換
言

す
れ
ば
、
劉
邦
軍
の
叛
見
基
盤
は
嘗
初
か
ら
臨
時
徴
裂
の
封
象
と
な
る
豚
制
下
の
農
民
男
子
を
配
下
に
組
み
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

(

日

)

す
で
に
守
匡
美
都
雄
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、

る
に
至
っ
て
い
る
。

劉
邦
軍
と
父
老
た
ち
と
の
接
燭
は
そ
の
後
も
つ
づ
い
て
い
る
。

た
と
え
ば
漢
元
年
(
前
二
O

六
〉
に
威
陽
に
入
っ
た
と
き
、
劉
邦
は
諸
鯨
の
父
老
・
豪
傑
を
招
き
法
三
章
を
約
し
て
い
る
。

ま
た
翌
二
年
に
は
閥
外
の
父
老
を
撫
順
し
て
還

り

四
年
(
前
二

O
一
ニ
〉
に
は
様
陽
に
至
っ
て
父
老
を
存
問
し
て
置
酒
し
て
い
る
こ
と
な
ど
は
、

そ
の
一
例
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う

な
劉
邦
と
父
老
・

豪
傑
と
の
接
舗
は
、
劉
邦
軍
が
郡
鯨
制
下
の
軍
事
系
統
の
掌
握
だ
け
で
は
な
く
、
叛
凱
の
嘗
初
か
ら
廓
制
下
の
軍
糧
補
給
と

〈
臼
)

臨
時
徴
震
の
封
象
と
な
る
農
民
男
子
を
組
み
込
む
一意
園
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
秦
末
の
叛
観
基
盤
を
み
る
と
、
嘗
初
の
陳
勝
軍
は
郡
豚
制
下
の
軍
陵
編
成
を
示
し
て
お
り
、
嘗
初
の
劉
邦
軍
は
鯨
制
下
の
農
民

男
子
の
軍
事
編
成
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
以
上
の
こ
と
か
ら
、
戦
園

・
秦
代
で
は
正
規
の
徴
兵
と
臨
時
徴
護
と
に
よ
る

軍
事
編
成
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
両
者
の
軍
事
編
成
は
秦
末
郡
鯨
制
下
の
叛
範
に
お
い
て
も
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
検
誼
で
き
る
の
で
あ

ハ

臼

)

〈

臼

〉

る
。
そ
し
て
そ
の
と
き
こ
の
雨
者
を
結
ぶ
も
の
が
、
秦
に
お
い
て
と
く
に
重
ん
じ
ら
れ
た
と
い
う
爵
で
あ
り
、
爵
制
的
秩
序
は
こ
の
よ
う
な
戦

園
・
秦
の
軍
事
編
成
と
一
致
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
に
想
定
す
れ
ば
、
戟
園
末
ま
で
軍
功
爵
が
重
視
さ
れ
、
卒
時
の
鯨
制

(
白
山
〉

さ
ら
に
は
秦
園
の
特
殊
な
軍
事
編
成
に
合
致
す
る
と
お
も
わ
れ
る
。

下
に
お
い
て
農
民
男
子
が
晶
討
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
が
読
明
で
き
、

お

わ

り

253 

中
園
古
代
の
郡
鯨
統
治
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
睡
虎
地
秦
筒
、
秦
始
皇
陵
兵
馬
備
の
軍
陣
を
手
が
か
り
と
し
て
、
戦
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ま
ず
戦
闘
秦
の
常
備
軍
は
徴
兵
さ
れ
た
農
民
男
子
を
ふ
く
み
、
一
商
鞍
豚
制
い
ら
い
は
豚

を
車
位
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
た
と
お
も
わ
れ
る
。
そ
の
と
き
従
軍
し
た
農
民
男
子
に
は
軍
功
霞
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
機
能
が

園

・
秦
代
の
軍
事
編
成
を
考
察
し
た
。
要
約
す
る
と
、

戦
闘
末
ま
で
重
視
さ
れ
た
こ
と
は
睡
虎
地
秦
簡
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
第

一
に
豚
制
下
の
常
備
軍

の
軍
隊
編
成
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
第
二
に
常
備
軍
を
ふ
く
む
戦
園
・
秦
代
の
軍
事
編
成
の
特
徴
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
。

第

一
の
郡
鯨
制
下
の
常
備
軍
の
編
成
に
つ
い
て
は
、
秦
始
皇
陵
兵
馬
偶
の
軍
陣
か
ら
類
推
し
う
る
。
す
な
わ
ち
秦
兵
馬
偶
の
位
置
づ
け
は
、

一
続
、
二
挽
備
坑
は
京
師
の

一
般
箪
陵
で
あ
る
中
尉
の
軍
陵
を
反
映
し
、
三
競
備
坑
は
始
皇
陵
城
門
東
側
の
太

意
仲
一
氏
の
読
を
修
正
し
て
、

僕
属
下
の
廠
苑
と
接
描
相
し
て
、
始
皇
帝
の
天
下
巡
遊
に
備
え
る
儀
伎
護
衛
の
役
割
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
と
想
定
し
た
。
そ
の
と
き
注
目
さ
れ

る
こ
と
は
、
兵
馬
備
軍
陣
の
内
部
構
成
が
大
き
く
二
つ
に
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

車
御
手
備
、
武
官
偶
、
騎
兵
備
、
鴎
脆
湾
丘
(
備
で
、
稽
冠
、
幣
創
な
ど
で
他
の
歩
兵
備
と
匡
則
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
も
う
一
つ

一
つ
は
軍
吏
と
そ
れ
に
準
ず
る
と
お
も
わ
れ
る
戦
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は
一
般
歩
兵
何
で
、
そ
の
特
徴
は
無
冠
で
髪
を
頭
の
右
側
に
束
ね
た
結
髪
と
い
う
駐
に
あ
る
。
秦
兵
馬
備
の
軍
陣
が
中
尉
の
軍
隊
を
反
映
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
前
者
は
材
官
、
騎
士
、
軽
車
に
あ
た
る
こ
と
に
な
り
、
後
者
は
卒
と
呼
ば
れ
る
一
般
徴
兵
の
男
子
を
指
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の

よ
う
に
秦
兵
馬
偏
は
直
接
的
に
郡
鯨
制
下
の
軍
隊
編
成
を
示
す
も
の
で
は
な
い
が
、
内
史
地
区
の
一
般
戦
闘
軍
隊
と
い
う
黙
に
お
い
て
鯨
制
下

の
軍
隊
と
同
じ
性
格
を
も
っ
て
お
り
、
郡
照
制
下
の
軍
隊
編
成
を
類
推
し
う
る
と
お
も
わ
れ
る
。

第
二
に
戦
園
・
秦
代
の
軍
事
編
成
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
常
備
軍
と
臨
時
徴
震
と
の
関
係
に
注
目
し
て
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
臨
時
徴
震

に
賜
信
の
記
事
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
き
た
る
べ
き
園
民
皆
兵
を
想
定
し
て
、
従
軍
時
と
鯖
農
後
と
に
爵
制
的
秩
序
が
機
能
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
推
定
し
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
戦
園
末
ま
で
軍
功
震
が
重
視
さ
れ
、
ま
た
卒
時
に
お
い
て
も
農
民
男
子
に
爵
位
が
保
持
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
と
お
も
う
。
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
臨
時
徴
援
の
農
民
男
子
を
危
急
の
際
の
戦
闘
力
と
し
て
位
置
づ
け
て
レ
る
こ
と

は
、
戦
闘
秦
の
「
耕
戦
の
土
」
と
い
う
軍
事
編
成
と
も
合
致
す
る
と
考
え
る
。

し
た
が
っ
て
戟
園
・
秦
代
の
郡
豚
制
下
で
は
、
軍
功
爵
の
秩
序



に
よ
っ
て
そ
の
軍
事
編
成
を
達
成
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

以
上
が
本
稿
の
要
旨
で
あ
る
が
、
郡
牒
制
下
の
統
治
機
構
に
つ
い
て
は
注
意
し
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
一
一
は
、
京
師
地
匿
に
お
け

る
内
史
と
中
尉
と
の
関
係
で
あ
る
。

『
漢
書
』
百
官
表
に
よ
る
と
、
内
史
は
京
師
地
匡
の
民
を
治
め
、
中
尉
は
京
師
地
匿
の
治
安
維
持
を
捨
嘗

し
て
お
り
、
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
秦
漢
郡
牒
に
お
け
る
太
守
と
都
尉
の
開
係
に
嘗
る
。

し
た
が
っ
て
内
史
地
匿
の
統
治
機
構
は
、
民
政
と
軍
政
と

(

伺

〉

の
二
系
統
に
分
か
れ
て
お
り
、
そ
の
内
史
属
下
の
鯨
制
の
機
構
も
嘗
初
は
軍
政
的
性
格
が
強
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
戦
園
秦

の
郡
鯨
制
は
、
ま
ず
軍
政
優
位
の
も
と
に
統
治
機
構
が
あ
ら
わ
れ
、

し
だ
い
に
民
政
機
構
が
整
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。

そ
の
こ
は
、
常
備
軍
と
臨
時
徴
設
と
の
軍
事
編
成
を
検
註
す
る
た
め
に
秦
末
の
叛
範
基
盤
を
考
察
し
た
際
、
秦
の
本
援
地
で
あ
る
開
中
と
そ

の
近
迭
の
郡
鯨
制
下
に
父
老
・
豪
傑
な
ど
が
存
在
し
、
か
つ
叛
観
軍
が
か
れ
ら
と
計
略
を
謀
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
前
述
の
よ

う
な
農
民
男
子
の
編
成
は
軍
事
睦
制
に
お
い
て
機
能
す
る
も
の
で
あ
り
、
照
制
下
の
民
政
に
は
父
老
や
豪
傑
を
媒
介
と
す
る
払
跡
地
が
あ
る
こ
と

(

門

町

)

を
示
唆
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
統
治
方
式
で
は
、
軍
事
編
成
に
お
い
て
農
民
男
子
を
掌
握
し
て
い
る
と
し
て
も
、
戦
園
い
ら
い

- 25ー

の
地
方
秩
序
は
完
全
に
自
律
性
を
失
う
こ
と
は
な
く
、
緊
落
内
部
の
異
な
る
階
層
を
ふ
く
む
農
民
の
あ
り
か
た
は
、
漢
代
以
降
に
も
ち
こ
さ
れ

て
ゆ
く
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
秦
代
郡
勝
制
下
の
統
治
機
構
に
つ
い
て
は
、
な
お
残
さ
れ
た
課
題
も
多
い
が
、
今
後
は
戦
園
秦
の
統
一
過
程
に
お
け
る
統
治
の

あ
り
か
た
や
、
地
域
別
に
郡
勝
の
杜
禽
構
造
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
園
古
代
吐
舎
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
お
も
う
。

?註

九 2 拙
八器稿

恩簿ヱ
。土高

退 E己

主A
T の
i玄 関

函富
水早
利平

墨蔀

署需

zi 
園程

書の

刊で
行考
曾 察

(

2

)

秦
漢
時
代
の
兵
制
と
径
役
の
問
題
黙
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
前
漢
の

宮
間
役
労
働
と
そ
の
運
営
形
態
」
(
『
中
園
史
研
究
』

8
、
一
九
八
四
)
参

照。
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(

3

)

子
豪
亮一
・
李
均
明

「
秦
関
所
反
映
的
軍
事
制
度
」

(『
雲
夢
秦
簡
明

究
』
所
校
、
中
華
書
局
、
一
九
八
一
)
、
熊
餓
基
「
試
論
秦
代
箪
事
制

度
」
(
『
秦
漢
史
論
叢
』
第

一瞬、

侠
西
人
民
出
版
社
、
一
九
八
一
)
、

重
近
麿
樹

「
秦
漢
の
兵
制
に
つ
い
て
地
方
軍
を
中
心
と
し
て
」
(
静

岡
大
翠
人
文
撃
部
『
人
文
論
集
』
%
、
一
九
八
六
)
な
ど
。

(

4

)

亥
仲
一
「
秦
始
皇
陵
東
側
第
二
・
三
挽
偶
坑
軍
陣
内
容
試
探
」
(
『
中

園
考
古
率
舎
第
一
次
年
曾
論
文
集
一
九
七
九
』
所
枚
、
文
物
出
版
社
、

一
九
八
O
〉
、
同

「
秦
始
皇
陵
兵
馬
何
」
(
『秦
始
皇
陵
兵
馬
伺
』
所

枚
、
文
物
出
版
社
、
一
九
八
三
、
八
重
垣
渉
誇
は

『
秦
始
皇
陵
兵
馬

伺
』
卒
凡
社
、

一
九
八
三
)
、
骨
布
川
克
「
秦
始
皇
陵
と
兵
馬
伺
に
関

す
る
試
論
」
(
『
東
方
皐
報
』
京
都
旬
、
一
九
八
六
)
参
照
。

(

5

)

春
秋
か
ら
戦
園
時
代
の
軍
制
の
鑓
化
に
つ
い
て
は
、
岡
崎
文
夫
「
参

園
伍
都
の
制
に
つ
い
て
」
(
「
羽
田
博
士
頒
議
記
念
東
洋
史
論
叢
』
所

収
、
一
九
五

O
)、
楊
寛
『
戟
園
史
』
(
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八

O
)
第
六
章
な
ど
参
照
。

(
6
〉
睡
虎
地
秦
倒
の
緯
文
は
、
雲
夢
陵
虎
地
秦
墓
縞
馬
組
『
雲
夢
睡
虎
地

秦
墓
』
(
文
物
出
版
社
、
一
九
八
一
〉
の
経
末
潟
県
番
放
と
、
陸
虎
地

秦
墓
竹
筒
整
理
小
組
編
『
陸
虎
地
秦
墓
竹
筒
』

(
文
物
出
版
社
、
一
九

七
八
)
の
頁
放
を
並
記
し
、
略
字
は
注
記
に
し
た
が
っ
て
改
め
た
部
分

が
あ
る
(
以
下
、
同
じ
)
。
〈
編
年
記
〉
一

J
四
九
側
、
三
J
八
頁
。
そ

の
史
料
開
性
格
に
つ
い
て
は
、
黄
盛
琢
「
雲
夢
秦
簡
《
編
年
記
》
地
理

輿
歴
史
問
題
」
(
一
九
七
七
、
の
ち
『
歴
史
地
理
輿
考
古
論
叢
』
所

牧
、
湾
魯
書
祉
、

一
九
八
二
)
参
照
。

(
7
〉

子
豪
亮

・
李
均
明
前
掲
「
秦
簡
所
反
映
閏
軍
事
制
度
」
。

《
8
〉
波
逸
信
一
郎
「
呂
民
春
秋
上
農
篇
愈
測
|
秦
漢
時
代
の
祉
舎
編
成
」

(
『
京
都
府
立
大
皐
皐
術
報
告
』
人
文
お
、
一
九
八
一
)
。

(

9

)

身
長
を
基
準
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
睡
虎
地
秦
筒

〈
法
律
答
問
〉

三
七
六
筒
、
一
五
三
頁
に
、

甲
盗
牛
。
盗
牛
時
高
六
尺
。
政

一
歳
。
復
丈
。
高
六
尺
七
寸
。
問
甲

何
論
。
蛍
完
城
旦
。

と
あ
り
、
身
長
が
一
定
基
準
を
越
え
る
と
刑
が
袋
わ
る

こ
と
が
わ
か

る
。
ま
た
男
子
の
申
告
に
つ
い
て
は
、
〈
秦
律
雑
抄
〉
一
一
一
六

O
筒
、
一

四
三
頁
に
、

匿
致
童
。
及
占
簿
不
審
。
典
・
老
樹
耐
。

と
あ
り
、
典

・
老
が
関
興
し
て
い
る
。
さ
ら
に
申
告
に
よ
る
負
捲
は
、

〈
法
律
答
間
〉
五
三
五
節
、
二
二
二
頁
に
、

何
謂
匿
戸
及
敷
重
弗
待
。
匿
戸
弗
箔
使
。
弗
令
戸
賦
之
謂
也
。

と
あ
り
、
世
間
使
と
戸
賦
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

(

m

)

黄
盛
時
岬
前
掲

「
雲
夢
秦
筒
《
編
年
記
》

地
理
輿
歴
史
問
題
」
で
は
、

『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
二
年
僚
に
「
時
間
公
明
耐
卒
攻
巻
。
斬
首
三
蔦
。
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
得
籍
さ
れ
る
と
す
ぐ
に
兵
役
義
務
が
あ
り
、
戦
役

が
終
る
と
踊
る
と
考
え
て
い
る
。

〈
日
)

重
近
前
掲
「
秦
漢
の
兵
制
に
つ
い
て
」

参
照
。

(
ロ
)

商
鞍
豚
制
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
前
掲

「中
園
古
代
の
開
中
開
設
」
参

照。

(
臼
)

『
史
記
』
巻
六
八
商
君
列
俸
に
よ
る
と
、

農
民
の
負
播
内
容
は
、
分

異
の
規
定
か
ら
賦
が
あ
る
こ
と
、
軍
功
爵
は
兵
役
を
前
提
と
す
る
こ

と
、
力
役
苑
除
の
規
定
か
ら
力
役
義
務
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

し
た

が
っ
て
一
商
戦
第
一
次
第
法
は
農
民
男
子
再
編
の
政
策
で
あ
り
、
軍
功
爵

は
こ
の
一
連
の
規
定
と
と
も
に
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
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た
だ
し
爵
制
の
起
源
に
つ
い
て
以
下
の
黙
が
注
意
さ
れ
る
。
一
は
、
爵

稽
の
い
く
つ
か
は
商
鉄
製
法
以
前
に
み
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
史

記
』
巻
一
五
、
六
園
年
表
に
は
腐
共
公
、
懐
公
、
出
公
の
時
に
「
庶

長
」
「
左
庶
長
」
の
名
稽
が
み
え
、
ま
た
高
敏
「
従
雲
夢
秦
簡
看
秦
的

賜
爵
制
度
」
(
『
雲
夢
秦
簡
初
探
』
所
枚
、
河
南
人
民
出
版
社
、
一
九

七
九
)
、
楊
覚
前
掲
『
戦
園
史
」
第
六
章
で
、
春
秋
時
代
に
事
情
の
爵
稽

が
み
え
る
こ
と
、
三
否
、
湾
、
燕
、
楚
な
ど
融
制
圏
諸
園
に
お
い
て
も
爵

秩
等
級
の
存
在
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
一
は
、
『
史
記
』
巻

五
秦
本
紀
、
孝
公
元
年
僚
に
戟
士
を
招
き
、
功
賞
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
み
え
て
お
り
、
論
功
褒
賞
も
荷
鞍
以
前
に
試
み
ら
れ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
西
嶋
定
生
『
中
園
古
代
喬
園
の
形
成
と
構
造
|
二
十
等
爵
制

の
研
究
』
(
東
京
大
患
出
版
舎
、

一
九
六
一
)
一

O
九
J
一
八
頁
で
指

摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
軍
功
爵
制
は
一
商
鞍
の
創
設
で
は
な
く
、
そ
れ

以
前
の
爵
穏
や
軍
功
褒
賞
を
縫
承
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

(

M

)

守
屋
美
都
雄
「
漢
代
爵
創
の
源
流
と
し
て
見
た
る
商
鞍
爵
制
の
研

究
」
(
一
九
五
七
、
の
ち
『
中
園
古
代
の
家
族
と
園
家
』
所
枚
、
東
洋

史
研
究
倉
、
一
九
六
八
〉
、
朱
紹
侯
『
軍
功
爵
制
試
探
』
(
上
海
人
民
出

版
社
、
一
九
八

O
)
な
ど
参
照
。

(
日
)
高
敏
前
掲
「
従
雲
夢
秦
簡
着
秦
的
賜
届
肘
制
度
」
、
千
豪
一先
・
李
均
明

前
掲
「
秦
関
所
反
映
的
軍
事
制
度
」
参
照
。

(
日
)
〈
秦
律
十
八
種
〉
二
二

0
1
一
筒
、
九
二
頁
に
、

従
軍
蛍
以
品
目
論
及
賜
。
来
奔
而
死
。
有
皐
濃
耐
零
其
後
。
及
漉
耐
著

者
。
皆
不
得
受
其
霞
及
賜
。
其
巳
奔
。
賜
未
受
而
死
及
濯
耐
悪
者
。

鼠
賜
。
軍
爵
律

と
あ
り
、
同
一
一
一
一
一
一
J
一
一
一
筒
、
九
三
頁
に
、

欲
錦
爵
二
級
以
菟
親
父
母
信
用
毅
巨
妾
者
一
人
。
及
隷
臣
斬
首
信
用
公

士
。
調
館
公
土
而
菟
故
妻
隷
臣
一
人
者
。
許
之
。
菟
以
信
用
庶
人
。
:
・

・
寧
爵

(
口
)
〈
秦
律
十
八
種
〉
俸
食
律
、
二
四
六
J
七
筒
、
一

O
一
頁
。
同
二
四

八
街
、
一

O
二
頁
。
同
二
四
九
筒
、
一

O
三
頁
、
参
照
。

(
四
〉
〈
封
診
式
〉
奪
首
、
六
一
一

J
一
一
一
筒
、
二
五
六
J
七
頁
。
ま
た
〈
封

診
式
〉
六

一四
J
六
筒、

二
五
七
J
八
頁
に
も
、
首
級
の
争
い
の
項
目

が
あ
る
。

(
印
)
拙
稿
前
掲
「
前
漢
の
箔
役
労
働
と
そ
の
運
営
形
態
」
参
照
。

(
却
〉
『
韓
非
子
』
和
氏
篇
に
、

喬
君
数
秦
孝
公
以
遠
什
伍
。
設
告
坐
之
過
。
燭
詩
書
而
明
法
令
。
塞

私
門
之
請
。
而
途
公
家
之
労
。
都
用
品
附
宣
之
民
。
而
額
耕
戟
之
士
。
孝

公
行
之
。
主
以
寧
安
。
園
以
富
強
。

(
幻
)
守
屋
前
掲
「
漢
代
爵
制
の
源
流
と
し
て
見
た
る
商
鞍
爵
制
の
研
究
」

六
二
一
貝
。

(
幻
)
西
嶋
前
掲
『
中
園
古
代
一
帝
園
の
形
成
と
構
造
』
第
四
章
、
第
五
章
。

(
お
)
籾
山
明
「
爵
制
論
の
再
検
討
」
(
『
新
し
い
歴
史
皐
の
た
め
に
』
一
七

八
、
一
九
八
五
〉
で
は
、
付
に
民
爵
賜
輿
は
「
女
子
百
戸
牛
酒
」
「
繭

五
日
」
と
切
り
離
し
て
考
察
す
べ
き
と
し
、
同
に
爵
の
停
統
的
性
格
は

主
君
へ
の
軍
事
的
奉
仕
に
封
す
る
功
勅
の
意
味
を
も
つ
た
め
、
爵
制
的

秩
序
は
皇
帝
と
良
民
男
子
と
の
開
に
成
立
す
る
秩
序
で
あ
り
、
郷
里
の

匙
曾
秩
序
形
成
を
必
ず
し
も
意
園
し
た
も
の
で
は
な
い
と
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
新
豚
徒
民
を
民
爵
賜
輿
の
典
型
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

拙
稿
前
掲
「
中
園
古
代
の
関
中
開
設
」
で
は
、
師
例
制
施
行
は
警
察
洛
を

行
政
的
に
統
轄
す
る
形
態
で
設
置
さ
れ
、
新
た
に
開
設
さ
れ
た
地
域
を
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新
燃
と
す
る
場
合
は
稀
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
し
た
が
っ
て
秦
漢
時

代
の
爵
制
的
秩
序
は
、
新
際
だ
け
で
な
く
、
替
緊
落
を
も
包
括
す
る
秩

序
と
し
て
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

〈
川
品
)
始
皇
陵
秦
偶
坑
考
古
渡
掘
隊
「
臨
澄
豚
秦
偶
坑
試
掘
第
一
一
説
簡
報
」

(
『
文
物
』
一
九
七
五
|
一
一
期
)
、
同

「
秦
始
皇
陵
東
側
第
二
鋭
兵
馬

何
坑
鍛
探
試
掘
簡
報
」
(
『
文
物
』
一
九
七
八
|
五
期
)
、
秦
偶
坑
考
古

隊
「
秦
始
皇
陵
東
側
第
三
鋭
兵
馬
偶
坑
清
理
簡
報
」
(
『
文
物
』
一
九

七
九
|
一
一
一
期
)
、
案
仲
一
前
掲
論
文
。

(
お
)
報
告
は
基
本
的
に
蓑
氏
に
し
た
が
い
、
秦
偶
坑
考
古
隊
の
記
述
を
補

ぅ
。
な
お
曾
布
川
氏
は
前
掲
論
文
に
お
い
て
、
将
軍
備
の
名
穏
や
冠
の

名
穏
に
疑
問
を
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
便
宜
上
、
考
古
報
告

の
名
稽
に
し
た
が
い
、
全
飽
の
配
置
や
丘
(
種
の
区
別
を
中
心
に
論
ず
る

も
の
で
あ
る
。

(
m
m

〉
掛
田
口
重
園
「
前
漢
の
南
北
軍
に
就
い
て
」
、
「
雨
漢
の
中
央
諸
軍
に
就

い
て
」
(
『
秦
漢
陪
唐
史
の
研
究
』
所
牧
、
東
京
大
皐
出
版
禽
、
一
九

六
六
)
参
照
。

(
幻
〉
裳
仲
一
前
掲
「
秦
始
皇
陵
兵
馬
偶
」
参
照
。

(
お
)
『
史
記
』
巻
六
秦
始
皇
本
紀
、
二
世
元
年
僚
に
、

設
徴
其
材
士
五
蔦
人
病
屯
術
威
陽
。
令
数
射
。
狗
馬
禽
献
。
首
食
者

多
。
度
不
足
。
下
調
郡
脈
。
制
時
輪
寂
菜
畑
倒
襲
。
皆
令
自
粛
糧
食
。
威

陽
三
百
里
内
。
不
得
食
其
穀
。

(
m
m
)

曾
布
川
前
掲
「
秦
始
皇
陵
と
兵
馬
備
に
関
す
る
試
論
」
参
照
。
な
お

曾
布
川
氏
の
論
貼
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
と
く
に
僧

冠
か
無
冠
か
の
兵
種
の
匿
別
に
注
目
し
、
陵
圏
全
鐙
で
の
位
置
づ
け
の

m
五
百
性
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
ぬ
〉
秦
兵
馬
備
の
ほ
か
に
、
楊
家
湾
漢
墓
の
兵
馬
偶
(
楊
家
湾
漢
墓
設
掘

小
組
「
成
陽
楊
家
相
円
漢
墓
設
掘
簡
報
」
『
文
物
』
一
九
七
七
|
一

O

期
)
や
、
徐
州
獅
子
山
兵
馬
偶
坑
(
徐
州
博
物
館
「
徐
州
獅
子
山
兵
馬

偏
坑
第
一
次
設
掘
簡
報
」
『
文
物
』
一
九
八
六

l
一
一
一
期
)
な
ど
が
あ

り
、
今
後
比
較
検
討
の
劉
象
と
な
る
が
、
秦
代
の
一
般
軍
隊
の
例
で
は

な

L

(
凱
)
演
口
前
掲
「
爾
漢
の
中
央
諸
軍
に
就
い
て

」
参
照
。

(
日
記
)
潰
口
氏
は
同
右
論
文
の
注
7
に
お
い
て
、
『
北
堂
書
紗
』
巻
五
四
執

金
五
口
(
中
尉
〉
の
原
注
に
、

漢
奮
儀
云
。
執
金
吾
。
車
駕
出
。
従
六
百
騎
。
走
六
千
二
百
人
也
。

と
あ
る
の
を
、
『
三
園
士
山
』
巻
一
一
一
一
王
朗
停
、
袈
松
之
注
の
「
執
金
吾

従
騎
六
百
。
走
卒
倍
駕
」
に
よ
っ
て
修
正
し
、
中
尉
の
構
成
は
車
駕
、

従
騎
、
走
卒
千
二
百
人
と
考
査
さ
れ
て
い
る
。

(
お
〉
こ
の
ほ
か
に
中
尉
だ
け
で
は
な
い
が
、
『
史
記
』
径
一

O
孝
文
本

紀
、
十
四
年
冬
僚
に
、

中
尉
周
含
篤
衛
賂
軍
。
郎
中
令
張
武
震
車
騎
将
軍
。
軍
滑
北
。
車
千

乗
。
騎
卒
十
薦
。

と
あ
り
、
ま
た
『
漢
書
』
各
六
武
帯
紀
、
元
鼎
六
年
冬
十
月
僚
に
、

愛
隣
西

・
天
水
・
安
定
騎
士
及
中
尉
・
河
南

・
河
内
卒
十
寓
人
。

(
川
品
)
中
尉
は
京
師
の
警
備
を
掌
る
と
と
も
に
、
内
史
地
区
の
長
官
で
あ
る

内
史
が
民
政
を
掌
る
の
に
謝
し
て
、
内
史
地
匿
の
軍
事
を
捲
嘗
す
る
役

割
を
も
っ
。
こ
れ
は
郡
豚
に
お
け
る
太
守
と
都
尉
と
の
関
係
に
あ
た

る
。
し
た
が
っ
て
戦
闘
秦
の
戟
闘
を
捻
う
一
般
軍
隊
の
構
成
を
み
れ

ば
、
中
尉
の
軍
隊
構
成
を
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(
お
)
秦
の
軍
事
力
に
つ
い
て
、
蘇
秦
は
合
縦
を
推
進
す
る
た
め
に
低
く
見
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積
り
、
張
儀
は
濯
機
を
推
進
す
る
た
め
に
高
く
見
積
る
傾
向
が
あ
る

が
、
内
容
の
兵
種
分
類
は
戟
園
秦
の
寅
肢
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
な

お
戟
園
故
事
の
史
料
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
馬
王
堆
吊
書
『
戟

園
縦
横
家
書
』
の
構
成
と
性
格
」
(
『
愛
媛
大
同
学
教
養
部
紀
要
』
第
一

九
抗
、
一
九
八
六
)
参
照
。

〈
お
)
『
陸
虎
地
秦
墓
竹
筒
』
軽
装
版
(
文
物
出
版
社
、
一
九
七
八
〉
一
一
一

七
頁
、
〈
秦
律
雑
抄
〉
の
解
説
に
よ
る
と
、
そ
の
律
文
は
〈
秦
律
十
八

種
〉
と
は
別
の
秦
律
を
抜
粋
し
た
資
料
で
、
軍
事
関
係
が
多
い
と
指
摘

さ
れ
て
い
る
。

(
幻
〉
〈
秦
律
雑
抄
〉
三
三

O
J
一
筒
、
一
二
八
頁
。

(
お
〉
〈
秦
律
雑
抄
〉
三
三
六
J
七
筒
、
二
三
頁
。

(
ぬ
〉
重
逗
前
掲
「
秦
漢
の
兵
制
に
つ
い
て
」
参
照
。

(

ω

)

裳
仲
一
前
掲
「
秦
始
皇
陵
兵
馬
伺
」
参
照
。

(
M
U

〉
前
掲
「
臨
漬
豚
秦
偶
坑
試
掘
第
一
一
抗
簡
報
」
に
よ
る
と
、
た
と
え

ま、

ω肩
鎧
を
着
用
し
、
帽
子
を
か
ぶ
る
兵
備
。

ω肩
鎧
を
着
用
す
る
兵
備
。

防
戦
砲
を
着
用
す
る
兵
備
。

な
ど
に
区
分
さ
れ
る
。

(
必
)
『
績
漢
書
』
輿
服
志
第
三

O
下
に
、

古
者
有
冠
無
償
。
其
戴
也
。
加
首
有
類
。
所
以
安
物
。
・
:
:
三
代
之

世
。
法
制
滋
彰
。
下
至
戟
図
。
文
武
盟
用
。
秦
雄
諸
侯
。
の
加
其

武
終
首
飾
。

am絡
拍
。
以
表
貴
賎
。
其
後
檎
精
作
顔
題
。

と
あ
る
。
な
お
冠
に
つ
い
て
は
、
王
園
維
「
胡
服
考
」
(
『
幅
削
堂
集
林
』

第
二
二
)
、
林
巳
奈
夫
「
漢
代
男
子
の
か
ぶ
り
も
の
」
(
『
史
林
』
必
|

5
、
一
九
六
三
)
参
照
。

(
目
白
)
州
市
冠
に
つ
い
て
、
『
漢
書
』
巻
一
高
一
帝
紀
下
、
八
年
春
三
月
僚
に
、

爵
非
公
乗
以
上
。
現
得
冠
劉
氏
冠
。

と
あ
り
、
爵
八
等
の
公
乗
以
上
で
な
け
れ
ば
槽
冠
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
ま
た
西
嶋
前
掲
『
中
園
古
代
脅
園
の
形
成
と
構
造
』
に
よ
る

と
、
こ
の
上
の
爵
九
等
の
五
大
夫
以
上
が
官
爵
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

無
冠
は
官
吏
で
な
い
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
民
爵
保
持
者
で
あ
る
こ
と

を
示
す
こ
と
に
な
る
。

(
川
叫
)
〈
封
診
式
〉
賊
死
、
六
三
五
J
四
二
筒
、
二
六
四
J
五
頁
に
、

愛
書
。
某
亭
求
盗
申
告
因
。
署
中
某
所
有
賎
死
。
結
髪
。
不
智
何
男

子
一
人
。
来
告
。
即
令
令
史
某
往
診
。
令
史
某
愛
書
。
:
:
:
男
子
丁

妊
。
析
色
。
長
七
尺
一
寸
。
髪
長
二
尺
。

(
必
)
『
史
記
』
巻
六
秦
始
皇
本
紀
二
十
六
年
僚
に
、
「
更
名
民
田
勝
首
」

と
あ
り
、
民
を
黙
首
と
い
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
態
酌
注
は
「
務
亦
繋
黒

也
」
と
い
い
、
『
説
文
』
で
は
「
秦
謂
民
篤
斡
首
。
謂
黒
色
」
と
あ

る
。
ま
た
『
資
治
通
鑑
』
巻
七
、
秦
紀
二
始
皇
帝
三
十
一
年
僚
の
注
に

引
く
孔
穎
達
注
に
「
凡
民
以
黒
巾
覆
頭
。
故
謂
之
品
開
首
」
と
い
う
。
さ

ら
に
居
延
漢
衡
の
吏
卒
出
入
簿
に
「
黒
色
」
と
い
う
身
慢
の
特
徴
が
記

さ
れ
て
お
り
、
こ
の
場
合
は
髪
か
眼
も
し
く
は
皮
膚
の
色
を
指
す
と
考

え
ら
れ
て
い
る
(
永
田
英
正
「
居
延
漢
衡
の
集
成
一
一
一
」
『
東
方
皐
報
』

京
都
目
、
一
九
七
九
)
。
し
た
が
っ
て
斡
首
と
は
、
頭
髪
か
黒
巾
を
意

味
す
る
と
お
も
わ
れ
る
。
ま
た
結
髪
に
つ
い
て
、
『
漢
書
』
巻
五
四
李

陵
俸
に
「
雨
人
皆
胡
服
椎
結
」
と
あ
り
、
旬
奴
も
椎
髪
で
あ
る
と
い

い
、
こ
れ
は
胡
服
騎
射
の
採
用
と
関
連
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
結
髪

に
つ
い
て
は
、
こ
の
ほ
か
に
白
鳥
康
吉
「
毘
細
亜
北
族
の
鱒
髪
に
就
い
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岩
波
書
庖
、

一
九
七

O
〉

て
」
(
『
白
鳥
庫
士
回
全
集
』
第
五
巻
所
校
、

参
照
。

(
必
)
険
西
省
秦
備
考
古
隊
・
秦
始
自
主
兵
馬
偶
博
物
館
編
『
秦
陵
二
放
銅
車

馬』

(《
考
古
典
文
物
》
編
輯
部
出
版
、

一
九
八
三
)
参
照
。

ハ
U
)

楊
寛
『
中
園
古
代
陵
寝
制
度
史
研
究
』
(
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九

八
五
)
二
八
J
三
O
頁
。
日
本
版
は
西
嶋
定
生
監
霧
、
尾
形
勇
・
太

田
有
子
共
誇
『
中
園
皇
帯
陵
の
起
源
と
努
遷
』
(
息
子
生
祉
、

一
九
八

一)。

〈
必
)
『
史
記
』
巻
五
五
留
侯
世
家
に
、

ハ
張
〉
良
嘗
皐
躍
准
陽
。
東
見
倉
海
君
。
得
力
士
。
居
同
鍛
椎
重
百
二

十
斤
。
秦
皇
帝
東
灘
。
良
輿
客
狙
撃
秦
皇
-
帝
博
浪
沙
中
。
誤
中
副

車。

〈
品
切
)
『
史
記
』
巻
八
七
李
斯
列
俸
に
、

始
皇
三
十
七
年
十
月
。
行
出
品
附
曾
稽
。
盟
海
上
。
北
抵
浪
邪
。
丞
相

斯
・
中
車
府
令
越
古
同
粂
行
符
璽
ム
ヱ
事
。
皆
従
。
:
:
:
置
始
皇
居
翻
椋

車
中
。
百
官
奏
事
上
食
如
故
。

(
印
)
秦
偶
坑
考
古
除
「
秦
始
皇
陵
東
側
馬
腹
坑
鎖
探
清
理
簡
報
」
(
『考

古
輿
文
物
』
一
九
八

O
l四
期
)
、
越
康
民
「
秦
始
皇
陵
東
側
設
現
五

座
馬
阪
坑
」

(
『
考
古
典
文
物
』

一
九
八
一
二
1
l
五
期
)
。
曾
布
川
氏
は
前

掲
論
文
で
、
こ
れ
ら
の
馬
股
坑
が
始
皇
陵
の
陪
葬
坑
か
疑
問
と
さ
れ
る

が
、
丘
(
馬
備
の
八

0
0メ
ー
ト
ル
西
側
で
、
同
じ
く
等
身
大
の
陶
備
が

東
向
き
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
兵
馬
伺
と
同
じ
性
質
の
陪
葬
坑
と
み
な
し

て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

(
日
)
す
で
に
中
尉
の
軍
隊
で
み
た
よ
う
に
、
高
脅
期
に
卒
の
み
で
三
篤
人

の
員
数
が
い
た
。
ま
た
兵
備
は
軍
後
の
卒
で
は
な
く
、
多
く
は
鎧
を
着

用
し
、
武
器
を
手
に
し
た
待
機
の
姿
勢
を
と
る
こ
と
か
ら
、
兵
馬
備
は

京
師
の
軍
隊
の
中
で
も
精
鋭
軍
園
を
表
現
し
て
い
る
と
お
も
わ
れ
る
。

ま
た
個
々
の
兵
備
の
顔
つ
き
が
異
な
る
こ
と
は
、
一
人
一
人
の
モ
デ
ル

を
篤
寅
し
た
と
す
る
よ
り
、
各
地
域
の
人
々
の
編
成
を
考
慮
し
た
ヴ
ァ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

(
臼
〉
拙
稿
前
掲
「
前
漢
の
徳
役
労
働
と
そ
の
運
営
形
態
」
で
は
、
衛
士
、

材
官
、
騎
士
、
軽
車
な
ど
は
徳
役
の
卒
で
は
な
い
こ
と
を
論
じ
た
が
、

そ
の
後
、
志
野
敏
夫
「
漢
の
衡
土
と
饗
遺
故
術
土
儀
」
(
早
稲
田
大
翠

大
同
学
院
『
文
相
学
研
究
科
紀
要
』
別
加
口
集
、
哲
皐

・
史
皐
篇
、
一
九
八

四
)
、
大
庭
傍

「
地
湾
出
土
の
騎
士
簡
加
|
『
材
官
孜
』
補
正
」
(
『
末

、
氷
先
生
米
脅
記
念
献
呈
論
文
集
』
所
枚
、
一
九
八
五
)
は
、
そ
れ
ぞ
れ

衛
士
、
材
官
・
騎
士
等
が
一
般
箔
役
と
区
別
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
こ
と

を
再
確
認
さ
れ
て
い
る
。

(
臼
)
重
近
前
掲
「
秦
漢
の
兵
制
に
つ
い
て
」
参
照
。

(

M

)

西
嶋
前
掲
『
中
園
古
代
一
帝
園
の
形
成
と
構
造
』
第
五
章
、
五
一
一
一

l

四
頁
で
は
、
「
民
十
五
以
上
」
と
は
秦
圏
全
て
の
民
と
さ
れ
る
が
、

『
史
記
』
巻
七
三
白
起
列
俸
に
よ
る
と
、
す
で
に
秦
の
斥
兵
、

奇
兵
二

高
五
千
人
、
一
軍
五
千
騎
、
経
兵
な
ど
の
戟
嗣
員
が
出
動
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
こ
こ
で
は
別
ル
l
ト
の
糧
道
を
紹
つ
た
め
に
臨
時
に
徴
渡
し

た
河
内
の
民
と
考
え
る
。

(
日
)
高
敏
「
関
子
秦
時
服
役
者
年
齢
問
題
的
探
討
」
(
前
掲
『
雲
夢
秦
繍

初
探
』
所
収
)
、
楊
寛
前
掲
『
戟
園
史
』
。

(
日
)
卒
時
に
お
け
る
賜
爵
の
事
例
は
、
西
嶋
前
掲
『
中
園
古
代
喬
園
の
形

成
と
構
造
』
に
詳
し
い
。
た
だ
し
『
史
記
』
秦
本
紀
、
昭
王
二
十
一
年

僚
に
、
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(
司
馬
)
錯
攻
貌
河
内
。

爵
。
赦
罪
人
遷
之
。

と
あ
る
例
は
、
新
た
に
獲
得
し
た
占
領
地
に
お
け
る
徒
民
賜
爵
で
あ

る
。
ま
た
同
書
秦
始
皇
本
紀
四
年
僚
に
「
百
姓
内
粟
千
石
。
奔
爵
一

級
」
と
あ
る
例
は
、
天
下
の
疫
病
に
つ
づ
く
記
事
で
あ
る
が
、
翌
五
年

に
貌
園
を
攻
め
東
郡
を
置
く
大
規
模
な
戦
闘
が
行
な
わ
れ
て
い
れ
ば
、

軍
担
調
達
の
意
味
も
想
定
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
の
二
例
は
直
接

的
に
軍
功
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
融
制
園
秦
の
東
方
進
出
に
か
か
わ

る
軍
事
的
背
景
を
も
つ
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

(
幻
〉
〈
封
診
式
〉
六
一
四
筒
、
三
五
七
頁
に
「
公
士
鄭
才
某
皇
」
と
あ
る

ほ
か
に
、
「
莱
里
土
伍
」
「
莱
里
公
土
」
「
塁
人
士
五
」
「
里
人
公

土
」
な
ど
の
例
が
あ
る
。
そ
の
爵
制
的
秩
序
に
つ
い
て
、
高
敏
前
掲

「
従
雲
夢
秦
簡
看
秦
的
賜
爵
制
度
」
で
は
、
〈
封
診
式
〉
鯨
妥
六
二
二

J
五
筒
、
二
六
一

J
二
頁
に
「
莱
里
五
大
夫
乙
家
吏
」
が
存
在
す
る
こ

と
か
ら
、
高
位
の
有
爵
者
は
枇
曾
的
身
分
と
一
致
す
る
と
い
わ
れ
る

が
、
子
豪
育
児
・
李
均
明
前
掲
「
秦
簡
所
反
映
的
軍
事
制
度
」
で
は
、
付

〈
封
診
式
〉
告
臣
に
士
五
甲
が
男
子
丙
を
匡
と
し
て
い
る
こ
と
、
同

〈
封
診
式
〉
群
盗
に
公
土
某
が
家
に
蔦
銭
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
、
国

〈
法
律
答
問
〉
に
上
造
が
一
羊
を
盗
む
例
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
爵

位
と
祉
曾
的
身
分
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
と
考
え
て
い
る
。

(
回
)
籾
山
前
掲
「
爵
制
論
の
再
検
討
」
参
照
。

(
臼
〉
こ
れ
ま
で
陳
勝
に
つ
い
て
は
、
影
山
剛
「
陳
渉
の
慌
に
つ
い
て
」

(『
福
井
大
事
昼
惑
星
'
部
紀
要
』
印
、

一
九
六
一
〉
、
木
村
正
雄

「
秦
末

の
諸
叛
飢
」
ハ
一
九
七
一
、
の
ち
『
中
園
古
代
農
民
叛
飢
の
研
究
』
所

一枚
、
東
京
大
星
出
版
舎
、
一
九
八
三
〉
な
ど
が
あ
り
、
劉
邦
に
つ
い
て

貌
献
安
邑
。

秦
出
其
人
。

募
徒
河
東
賜

は
、
西
嶋
定
生
「
中
園
古
代
脅
図
形
成
の
一
考
察
|
漢
の
高
祖
と
そ
の

功
臣
」
(
一
九
四
九
、
の
ち
『
中
園
古
代
園
家
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』
所

牧
、
東
京
大
皐
出
版
舎
、
一
九
八
三
)
、
増
淵
龍
夫
「
漢
代
に
お
け
る

民
間
秩
序
の
構
造
と
任
侠
的
習
俗
」
(
一
九
五
一
、
の
ち
『
中
園
古
代

の
祉
舎
と
園
家
』
所
牧
、
弘
文
堂
、
一
九
六

O
)、
守
屋
美
都
雄
「
漢

の
高
祖
集
園
の
性
格
に
つ
い
て
」
(
一
九
五
二
、
の
ち
『
中
園
古
代
の

家
族
と
園
家
』
所
枚
、
東
洋
史
研
究
曾
、
一
九
六
八
)
な
ど
で
論
じ
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
主
と
し
て
叛
飢
の
出
身
階
級
と
人
間

関
係
を
中
心
に
考
察
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
視
黙
を
か
え
て
、
叛

飢
基
盤
の
軍
隊
構
成
に
注
目
す
る
も
の
で
あ
る
。

(

ω

)

陳
は

『史
記
』
品
位
囚

O
楚
世
家
、
悪
王
十
年
僚
に
「
是
裁
也
。
滅
陳

而
豚
之
。
L

と
あ
り
、
馬
非
百
『
秦
集
史
』
(
中
華
書
局
、
一
九
八
二
)

郡
豚
士
山
下
で
は
、
陳
に
守
・
令
が
い
る
の
で
あ
る
か
ら
陳
郡
の
治
所
で

あ
る
と
い
う
諌
其
駿
氏
の
設
を
引
い
て
い
る
。

(

m

m

)

守
屋
美
都
雄
「
父
老
」
(
一
九
五
五
、
の
ち
前
掲
『
中
園
古
代
の
家

族
と
園
家
』
所
枚
〉
参
照
。

(
臼
〉
『
史
記
』
巻
五
三
稿
用
相
圏
世
家
に
よ
る
と
、
粛
何
は
漢
二
年
に
開
中

を
守
り
、
開
中
の
卒
を
興
し
て
軍
糧
補
給
を
す
る
な
ど
、
た
え
ず
軍
需

物
資
の
補
給
に
留
意
し
て
い
る
。

(
臼
)
こ
の
ほ
か
に
項
梁
・
項
沼
の
叛
鋭
は
、
嘗
初
か
ら
諸
侯
園
の
軍
隊
編

成
を
採
用
し
て
お
り
、
陳
勝
・
劉
邦
集
圏
の
郡
勝
制
下
の
叛
飢
基
盤
と

は
異
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
戟
園
時
代
で
は
郡
鯨
制
だ
け
で
は
な

く
、
封
園
の
役
割
も
重
要
で
あ
る
と
お
も
わ
れ
、
そ
の
一
端
は
拙
稿

「『
史
記
』
穣
侯
列
俸
に
闘
す
る
一
考
察
」
(
『
東
方
皐
』
七

一
輯
、
一

九
八
六
)
で
ふ
れ
て
い
る
。
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(
臼
)
『
商
君
書
』
傑
民
籍
。
な
お
そ
の
考
設
に
つ
い
て
は
、

好
並
隆
司

「商
君
書
篠
民
篇
棒
読
」
(
『岡
山
大
翠
文
翠
部
紀
要
』
四
四
挽
、
一

九
八
一
ニ
)
が
あ
る
。

(
白
山
〉
拙
稿
前
掲
「
前
漢
の
箔
役
労
働
と
そ
の
運
営
形
態
」
で
は
、

兵
役
後

に
鋳
農
す
る
民
と
、
専
門
兵
士
と
に
分
か
れ
、
そ
の
待
役
の
鐙
系
は
つ

ぎ
の
よ
う
に
な
る
と
推
定
し
た
。

更

卒

n
l
i
-
--
j
i
l
-
-

“
 

n
i
-
-i
l
i
-
-
:
・
日
山

術
士

・材
官
騎
士
等

も
し
こ
の
仮
設
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
本
稿
で
論
じ
た
秦
代
の
農
民
編

成
は
、
前
漢
に
も
う
け
つ
が
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
お
前
稿
の

循
役
年
齢
に
関
す
る
居
延
漢
簡
の
利
用
は
、

尾
形
勇

「
漢
代
屯
田
制
の

一
考
察
」

(
『史
皐
雑
誌
』

η
I
4、
一
九
六
三
)
、
陳
公
柔

・
徐
率
芳

「
大
湾
出
土
的
商
漢
田
卒
簿
籍
」
(
『考
古
』

一九六一一一

l
一
二
期
)
で
梱

包
番
貌
に
も
と
づ
き
朋
書
の
性
質
が
考
察
さ
れ
て
の
ち
、

今
日
で
は
中

園
位
曾
科
皐
院
考
古
研
究
所
編
『
居
延
漢
餅
甲
乙
縞』

上
下
(
中
華
書

局
、
一
九
八

O
)
で
出
土
地
が
明
ら
か
と
な
り
、
あ
ら
た
め
て
卒
名
籍

の
再
検
討
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

(
同
山
)
拙
稿
前
掲
「
中
園
古
代
の
開
中
開
設
」
参
照
。

(
目
別
)
増
淵
前
掲

「
漢
代
に
お
け
る
民
閉
秩
序
の
構
造
と
任
侠
的
習
俗
」
で

は
、
父
老
と
土
豪

・
豪
侠
の
維
持
す
る
秩
序
は
社
舎
的
性
質
が
同
じ
と

い
わ
れ
る
が
、
秦
末

・
漢
初
で
は
雨
者
の
役
割
は
区
別
さ
れ
て
い
る
よ

う
で
あ
り
、
東
耳目
次
「
漢
代
に
お
け
る
家
族
と
郷
里
」

(『名
古
屋
大

皐
東
洋
史
研
究
報
告
』
4
、

一
九
七
六
)
の
よ
う
に
、
父
老

・
豪
傑
を

区
別
し
て
考
察
す
る
硯
黙
が
縫
承
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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MILITARY ORGANIZATION IN THE WARRING

　　　　　

STATES AND QIN PERIODS

FUTITA Katsuhisa

　　

This essay ｅχamines military organization under the prefectural sys-

tern in the ぺA'^arringStates and Qin periods. It is an attempt to clarify

one aspect of the mechanism of local control in ancient China｡

　　

It can be considered that the standing army of the Warring States

and Qin was formed by conscripting male agricultural workers into units

based on the prefectures from the time that Lord Shang Yang （商鋏）

systematized the prefectures. Since it is believed that　the　terracotta

warriors at the tomb of Qin Shi Huang show the military forces of the

capital, it can be surmised that such ａ standing army was composed of

both o伍cials with caps and soldiers without caps｡

　　

Furthermore, there was ａ provision for granting ｏ伍cial titlesto male

agricultural workers for outstanding military service, and this system was

important until the end of the Warring States period. This was perhaps

the very system of military organization of agricultural workers （ｇｅｎｇ

ｚｈａｎｚhi ｓhi耕戦之士) that characterized the Qin state and that tried to

combine soldiers from ａ standing army with farmers that returned to

their fields using the provision of granting titles for military service.

LOCAL SOCIETY AND THE SELECTION OF

　

OFFICIALS IN THE LATER HAN PERIOD

HiGASHI Shinji

　　

Previous research on the Han selection process has been done from

the point of view of the central government. This essay attempts to

research the system of “Local Recommendation and Selection”（Ｘｉａｎｇｉｕ･

Ｈこ心僻l郷皐里選) that took place in the local communities of the Later

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－1－


